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  条   例   

条 例 第  ７７  号   

平成２７年１２月１７日   

 

 熊本市手数料条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市手数料条例の一部を改正する条例 

 

熊本市手数料条例（昭和２５年告示第２０号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条中第４９号を第５３号とし、第４８号の次に次の４号を加える。 

(49) 採石法（昭和２５年法律第２９１号）第３３条の規定に基づく採取計画の認

可申請 １件につき ５３，０００円 

(50) 採石法第３３条の５第１項の規定に基づく採取計画の変更の認可申請 １件

につき ３４，０００円 

(51) 砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）第１６条の規定に基づく採取計画の

認可申請 １件につき ３７，７００円 

(52) 砂利採取法第２０条第１項の規定に基づく採取計画の変更の認可申請 １件

につき １７，０００円 

第２条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項第１号、第５号又は第１９号に規定する事項に係

る証明書等の交付を行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カードを

利用して民間端末機（市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された民間

事業者が設置する端末装置であって、証明書等の交付を受けようとする者が当該端

末装置を用いて必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を交付する機能を有

するものをいう。）を介して行う場合における手数料は、１件につき２５０円とす

る。 
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   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条に１項を加える改正規定は、

平成２８年３月１日から施行する。 
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条 例 第  ７８  号   

平成２７年１２月１７日   

 

 熊本市税条例等の一部を改正する条例を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市税条例等の一部を改正する条例 

 

 （熊本市税条例の一部改正） 

第１条 熊本市税条例（昭和２５年告示第８９号）の一部を次のように改正する。 

  第７条の２から第１０条までを次のように改める。 

  （徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法） 

 第７条の２ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第１５条

第３項及び第５項に規定する条例で定める方法は、同条第３項に規定する徴収の

猶予（以下この節において「徴収の猶予」という。）又は同条第５項に規定する

徴収の猶予期間の延長（以下この節において「徴収の猶予期間の延長」という。）

に係る金額をその期間内の各月（市長がやむを得ない事情があると認めるときは、

その期間内の市長が指定する月）に分割して納付し、又は納入させる方法とする。 

 ２ 市長は、法第１５条第３項又は第５項の規定により、徴収の猶予又は徴収の猶

予期間の延長に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、

当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各

納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。 

 ３ 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は

納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理

由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納

付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入

金額を変更することができる。 

 ４ 市長は、第２項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期

限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、
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その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限

又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶

予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。 

 ５ 市長は、第３項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期

限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したとき

は、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入

期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通

知しなければならない。 

  （徴収猶予の申請手続等） 

 第７条の３ 法第１５条の２第１項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事

項とする。 

  (1) 法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当

する事実に基づき当該徴収の猶予に係る徴収金を一時に納付し、又は納入する

ことができない事情の詳細 

  (2) 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額 

  (3) 前号の金額のうち当該徴収の猶予を受けようとする金額 

  (4) 当該徴収の猶予を受けようとする期間 

  (5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか（分割納付

又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあっては、分割納付又は

分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの

納付金額又は納入金額を含む。） 

  (6) 当該徴収の猶予を受けようとする金額が５０万円を超え、かつ、その期間が

３月を超える場合には、提供しようとする法第１６条第１項各号に掲げる担保

の種類、数量、価額及び所在（その担保が保証人の保証であるときは、保証人

の氏名及び住所又は居所）その他担保に関し参考となるべき事項（担保を提供

することができない特別の事情があるときは、その事情） 

 ２ 法第１５条の２第１項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

  (1) 法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類 

  (2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類 

  (3) 当該徴収の猶予を受けようとする日前１年間の収入及び支出の実績並びに
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同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類 

  (4) 当該徴収の猶予を受けようとする金額が５０万円を超え、かつ、その期間が

３月を超える場合には、地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下「令」

という。）第６条の１０の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し

必要となる書類 

 ３ 法第１５条の２第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

  (1) 当該徴収の猶予に係る徴収金を一時に納付し、又は納入することができない

事情の詳細 

  (2) 第１項第２号から第６号までに掲げる事項 

 ４ 法第１５条の２第２項及び第３項に規定する条例で定める書類は、第２項第２

号から第４号までに掲げる書類とする。 

 ５ 法第１５条の２第３項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

  (1) 徴収の猶予を受けた期間内に当該徴収の猶予を受けた金額を納付し、又は納

入することができないやむを得ない理由 

  (2) 当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間 

  (3) 当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限及

び金額 

  (4) 第１項第５号及び第６号に掲げる事項 

 ６ 法第１５条の２第４項に規定する条例で定める書類は、第２項第４号に掲げる

書類とする。 

 ７ 法第１５条の２第８項に規定する条例で定める期間は、２０日とする。 

  （職権による換価の猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法） 

 第７条の４ 第７条の２第１項の規定は、法第１５条の５第２項において読み替え

て準用する法第１５条第３項及び第５項に規定する条例で定める方法について

準用する。 

 ２ 第７条の２第２項から第５項までの規定は、法第１５条の５第２項において読

み替えて準用する法第１５条第３項又は第５項の規定により、分割して納付し、

又は納入させる場合について準用する。 

  （職権による換価の猶予の手続） 

 第７条の５ 法第１５条の５の２第１項及び第２項に規定する条例で定める書類は、
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次に掲げる書類とする。 

  (1) 第７条の３第２項第２号に掲げる書類 

  (2) 当該猶予を受けようとする日前１年間の収入及び支出の実績並びに同日以

後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類 

  (3) 当該猶予を受けようとする金額が５０万円を超え、かつ、その期間が３月を

超える場合には、令第６条の１０の規定により提出すべき書類その他担保の提

供に関し必要となる書類 

  (4) 分割納付又は分割納入させるために必要となる書類 

  （申請による換価の猶予の要件等） 

 第８条 法第１５条の６第１項に規定する条例で定める期間は、６月とする。 

 ２ 第７条の２第１項の規定は、法第１５条の６第３項において読み替えて準用す

る法第１５条第３項及び第５項に規定する条例で定める方法について準用する。 

 ３ 第７条の２第２項から第５項までの規定は、法第１５条の６第３項において読

み替えて準用する法第１５条第３項又は第５項の規定により、分割して納付し、

又は納入させる場合について準用する。 

  （申請による換価の猶予の申請手続等） 

 第８条の２ 法第１５条の６の２第１項に規定する条例で定める事項は、次に掲げ

る事項とする。 

  (1) 当該申請による換価の猶予（法第１５条の５第１項に規定する申請による換

価の猶予をいう。以下この条において同じ。）に係る徴収金を一時に納付し、

又は納入することによりその事業の継続又はその生活の維持が困難となる事

情の詳細 

  (2) 納付又は納入が困難である金額 

  (3) 当該申請による換価の猶予を受けようとする期間 

  (4) 当該申請による換価の猶予を受けようとする金額が５０万円を超え、かつ、

その期間が３月を超える場合には、提供しようとする法第１６条第１項各号に

掲げる担保の種類、数量、価額及び所在（その担保が保証人の保証であるとき

は、保証人の氏名及び住所又は居所）その他担保に関し参考となるべき事項（担

保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情） 

  (5) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各
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納入期限ごとの納付金額又は納入金額 

  (6) 第７条の３第１項第２号に掲げる事項 

 ２ 法第１５条の６の２第１項及び第２項に規定する条例で定める書類は、第７条

の５各号に掲げる書類とする。 

 ３ 法第１５条の６の２第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項と

する。 

  (1) 申請による換価の猶予を受けた期間内に当該申請による換価の猶予を受け

た金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由 

  (2) 当該申請による換価の猶予をした期間の延長を受けようとする期間 

  (3) 第１項第４号から第６号までに掲げる事項 

 ４ 法第１５条の６の２第３項において準用する法第１５条の２第８項に規定する

条例で定める期間は、２０日とする。 

  （担保を徴する必要がない場合） 

 第８条の３ 法第１６条第１項ただし書に規定する条例で定める場合は、猶予に係

る金額が５０万円以下である場合、猶予期間が３月以内である場合又は担保を徴

することができない特別の事情がある場合とする。 

 第８条の４から第１０条まで 削除 

  第１３条中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）」を「法」

に改める。 

  第１８条第２項中「法人税法第２条第１２号の１８」を「法第２９２条第１項第

１４号」に改め、同条第３項中「地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以

下「令」という。）」を「令」に改める。 

  第２５条の２第２項に次のただし書を加える。 

ただし、同法第６０条の２から第６０条の４までの規定の例によらないものと

する。 

  第２８条の２第８項中「寮等の所在」の次に「、法人番号（行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）

第２条第１５項に規定する法人番号をいう。以下市民税について同じ。）」を加える。 

  第２８条の３の３第４項中「第２０３条の５第４項」を「第２０３条の５第５項」

に改める。 
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  第３２条の７第６項中「第２条第１２号の７の３」を「第２条第１２号の７」に

改める。 

  第３２条の９第３項中「第２条第１２号の７の２」を「第２条第１２号の６の７」

に改める。 

  第４０条の２中「独立行政法人労働者健康福祉機構」を「独立行政法人労働者健

康安全機構」に改める。 

  第４０条の３及び第４０条の５中「第１０号の９」を「第１０号の１０」に改め

る。 

  第４２条第１項第１号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び個人番号（行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に

規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。

以下固定資産税について同じ。）又は法人番号（同条第１５項に規定する法人番号を

いう。以下固定資産税について同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあっ

ては、住所及び氏名又は名称）」に改める。 

  第４２条の２第１項第１号及び第２項第１号中「及び氏名」を「、氏名又は名称

及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所

及び氏名又は名称）」に改める。 

  第５０条第１項中「一に」を「いずれかに」に改める。 

  第５３条第１項第１号及び第５３条の２第１項第１号中「及び氏名又は名称」を

「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者

にあっては、住所及び氏名又は名称）」に改める。 

  第１１４条の３第１項中「一に」を「いずれかに」に改める。 

  第１３１条第１号中「及び氏名又は名称」を「又は事務所若しくは事業所の所在

地、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号にお

いて同じ。）又は法人番号（同条第１５項に規定する法人番号をいう。以下この号に

おいて同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若

しくは事業所の所在地及び氏名又は名称）」に改める。 

  附則第４条第１項中「第１４５条第１項」を「第１４４条の８」に改める。 

  附則第７条の３の２第１項中「平成３９年度」を「平成４１年度」に、「平成２９
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年」を「平成３１年」に改める。 

  附則第９条の前に見出しとして「（個人の市民税の寄附金控除額に係る申告の特例

等）」を付し、同条を次のように改める。 

 第９条 法附則第７条第８項に規定する申告特例対象寄附者（次項において「申告

特例対象寄附者」という。）は、当分の間、第２７条の５の２第１項及び第２項

の規定によって控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、第２８条の２

第４項の規定による申告書の提出（第２８条の３の規定により当該申告書が提出

されたものとみなされる所得税法第２条第１項第３７号に規定する確定申告書

の提出を含む。）に代えて、法第３１４条の７第１項第１号に掲げる寄附金（以

下この項及び次条において「地方団体に対する寄附金」という。）を支出する際、

法附則第７条第８項から第１０項までに規定するところにより、地方団体に対す

る寄附金を受領する地方団体の長に対し、同条第８項に規定する申告特例通知書

（以下この条において「申告特例通知書」という。）を送付することを求めるこ

とができる。 

 ２ 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め（以下この条において「申告特

例の求め」という。）を行った申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行

った日から賦課期日までの間に法附則第７条第１０項第１号に掲げる事項に変

更があったときは、同条第９項に規定する申告特例対象年（次項において「申告

特例対象年」という。）の翌年の１月１０日までに、当該申告特例の求めを行っ

た地方団体の長に対し、施行規則で定めるところにより、当該変更があった事項

その他施行規則で定める事項を届け出なければならない。 

 ３ 申告特例の求めを受けた地方団体の長は、申告特例対象年の翌年の１月３１日

までに、法附則第７条第１０項の規定により申請書に記載された当該申告特例の

求めを行った者の住所（同条第１１項の規定により住所の変更の届出があったと

きは、当該変更後の住所）の所在地の市町村長に対し、施行規則で定めるところ

により、申告特例通知書を送付しなければならない。 

 ４ 申告特例の求めを行った者が、法附則第７条第１３項各号のいずれかに該当す

る場合において、同項前段の規定の適用を受けるときは、前項の規定による申告

特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行った者に対し、

その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。 
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  附則第９条の次に次の１条を加える。 

 第９条の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に地方団体に対する寄附金を

支出し、かつ、当該納税義務者について前条第３項の規定による申告特例通知書

の送付があった場合（法附則第７条第１３項の規定によりなかったものとみなさ

れる場合を除く。）においては、法附則第７条の２第４項に規定するところによ

り控除すべき額を、第２７条の５の２第１項及び第２項の規定を適用した場合の

所得割の額から控除するものとする。 

  附則第１０条の２第５項中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第３９項」

に改め、同条第６項中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第４０項」に改

め、同条に次の１項を加える。 

 ７ 法附則第１５条の８第４項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２

とする。 

  附則第１０条の３第１項第１号、第２項第１号、第３項第１号、第４項第１号、

第５項第１号、第６項第１号、第７項第１号、第８項第１号及び第９項第１号中「及

び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法

人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）」に改める。 

  附則第１６条を次のように改める。 

  （軽自動車税の税率の特例） 

 第１６条 法附則第３０条第１項第１号及び第２号に規定する三輪以上の軽自動車

に対する第６４条の規定の適用については、当該軽自動車が平成２７年４月１日

から平成２８年３月３１日までの間に初めて道路運送車両法第６０条第１項後

段の規定による車両番号の指定（次項及び第３項において「初回車両番号指定」

という。）を受けた場合において、平成２８年度分の軽自動車税に限り、次の表

の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

第６４条第２号ア ３，９００円 １，０００円 

 ６，９００円 １，８００円 

 １０，８００円 ２，７００円 

 ３，８００円 １，０００円 
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 ５，０００円 １，３００円 

 ２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に規定する三輪以上の軽自動車（ガソ

リンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項において同じ。）に対する

第６４条の規定の適用については、当該軽自動車が平成２７年４月１日から平成

２８年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、平成２８

年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第６４条第２号ア ３，９００円 ２，０００円 

 ６，９００円 ３，５００円 

 １０，８００円 ５，４００円 

 ３，８００円 １，９００円 

 ５，０００円 ２，５００円 

 ３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に規定する三輪以上の軽自動車（前項

の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第６４条の規定の適用については、

当該軽自動車が平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合において、平成２８年度分の軽自動車税に限り、次の

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

第６４条第２号ア ３，９００円 ３，０００円 

 ６，９００円 ５，２００円 

 １０，８００円 ８，１００円 

 ３，８００円 ２，９００円 

 ５，０００円 ３，８００円 

  附則第１６条の２を次のように改める。 

 第１６条の２ 削除 

 （熊本市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 熊本市税条例の一部を改正する条例（平成２６年条例第３９号）の一部を次

のように改正する。 

  第１条中熊本市税条例附則第１６条の改正規定を次のように改める。 
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   附則第１６条第３項中「附則第３０条第３項第１号」を「附則第３０条第５項

第１号」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「附則第３０条第２項第

１号」を「附則第３０条第４項第１号」に改め、同項を同条第３項とし、同条第

１項中「附則第３０条第１項第１号」を「附則第３０条第３項第１号」に、「初

めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（次項及び

第３項において「初回車両番号指定」という。）」を「初回車両番号指定」に改め、

同項を同条第２項とし、同項の前に次の１項を加える。 

    法附則第３０条第１項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車

が初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（以

下この条において「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起算して１

４年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税に係る第６４条の

規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第６４条第２号ア ３，９００円 ４，６００円 

 ６，９００円 ８，２００円 

 １０，８００円 １２，９００円 

 ３，８００円 ４，５００円 

 ５，０００円 ６，０００円 

  附則第６条の表中「附則第１６条」を「附則第１６条第１項」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第１条中熊本市税条例第２５条の２第２項、第２８条の２第８項、第２８条の

３の３第４項、第４２条第１項第１号、第４２条の２第１項第１号及び第２項第

１号、第５３条第１項第１号、第５３条の２第１項第１号並びに第１３１条第１

号の改正規定並びに附則第１０条の３第１項第１号、第２項第１号、第３項第１

号、第４項第１号、第５項第１号、第６項第１号、第７項第１号、第８項第１号

及び第９項第１号の改正規定並びに附則第３条第２項及び第７項、第４条第２項
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並びに第７条の規定 平成２８年１月１日 

 (2) 第１条中熊本市税条例第７条の２から第１０条まで、第１３条、第１８条第２

項及び第３項並びに第４０条の２の改正規定並びに附則第４条第１項及び第１

６条の２の改正規定並びに次条、附則第３条第６項及び第６条の規定 平成２８

年４月１日 

 （徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の熊本市税条例（以下「新条例」という。）第７

条の２、第７条の３及び第８条の３（地方税法等の一部を改正する法律（平成２７

年法律第２号。以下「平成２７年改正法」という。）附則第１条第６号に掲げる規

定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下この条において 「２

８年新法」という。）第１５条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予に係る部

分に限る。）の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後に申請される２８

年新法第１５条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前

に申請された平成２７年改正法附則第１条第６号に掲げる規定による改正前の地方

税法（以下この条において「２８年旧法」という。）第１５条第１項又は第２項の

規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。 

２ 新条例第７条の４、第７条の５及び第８条の３（２８年新法第１５条の５第１項

の規定による換価の猶予に係る部分に限る。）の規定は、前条第２号に掲げる規定

の施行の日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にさ

れた２８年旧法第１５条の５第１項の規定による換価の猶予については、なお従前

の例による。 

３ 新条例第８条から第８条の３まで（２８年新法第１５条の６第１項の規定による

換価の猶予に係る部分に限る。）の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以

後に同項に規定する納期限が到来する地方団体の徴収金について適用する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分

は、平成２７年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成２６年度分ま

での個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第２５条の２第２項の規定は、平成２８年度以後の年度分の個人の市民税

について適用し、平成２７年度分までの個人の市民税については、なお従前の例に
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よる。 

３ 新条例附則第９条の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成２７年４月１日

以後に支出する新条例附則第９条第１項に規定する地方団体に対する寄附金につ

いて適用する。 

４ 新条例附則第９条の２の規定は、平成２８年度以後の年度分の個人の市民税につ

いて適用する。 

５ 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、こ

の条例の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始

する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分

の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、

なお従前の例による。 

６ 新条例第１８条第２項の規定は、附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日以後

に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の

法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同

日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。 

７ 新条例第２８条の２第８項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日

以後に行われる新条例第２８条の２第８項の規定による申告について適用し、同日

前に行われるこの条例による改正前の熊本市税条例（以下「旧条例」という。）第

２８条の２第８項の規定による申告については、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第４条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

平成２７年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２６年度分までの固

定資産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第４２条第１項第１号、第４２条の２第１項第１号及び第２項第１号、第

５３条第１項第１号並びに第５３条の２第１項第１号並びに附則第１０条の３第１

項第１号、第２項第１号、第３項第１号、第４項第１号、第５項第１号、第６項第

１号、第７項第１号、第８項第１号及び第９項第１号の規定は、附則第１条第１号

に掲げる規定の施行の日以後に提出する新条例第４２条第１項並びに第４２条の２

第１項及び第２項に規定する申出書又は新条例第５３条第１項及び第５３条の２第

１項並びに附則第１０条の３各項に規定する申告書について適用し、同日前に提出
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した旧条例第４２条第１項並びに第４２条の２第１項及び第２項に規定する申出書

又は旧条例第５３条第１項及び第５３条の２第１項並びに附則第１０条の３各項に

規定する申告書については、なお従前の例による。 

３ 新条例附則第１０条の２第７項の規定は、平成２７年４月１日以後に新築される

平成２７年改正法第１条の規定による改正後の地方税法附則第１５条の８第４項に

規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対して課すべき平成２８年

度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第５条 新条例附則第１６条の規定は、平成２８年度分の軽自動車税について適用す

る。 

 （市たばこ税に関する経過措置） 

第６条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日前

に課した、又は課すべきであった旧条例附則第１６条の２に規定する喫煙用の紙巻

たばこ（以下この条において「紙巻たばこ３級品」という。）に係る市たばこ税に

ついては、なお従前の例による。 

２ 次の各号に掲げる期間内に、地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同

条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ３級品に係る市た

ばこ税の税率は、新条例第７７条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とす

る。 

 (1) 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで １，０００本につき２，

９２５円 

 (2) 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで １，０００本につき３，

３５５円 

 (3) 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで １，０００本につき４，

０００円 

３ 前項の規定の適用がある場合における新条例第８０条第１項から第４項までの規

定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 
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第８０条第１項 施行規則第３４号の２

様式 

地方税法施行規則の一部を改

正する省令（平成２７年総務

省令第３８号）第１条の規定

による改正前の地方税法施行

規則（以下この節において「平

成２７年改正前の地方税 

法施行規則」という。）第 ４

８号の５様式 

第８０条第２項 施行規則第３４号の２

の２様式 

平成２７年改正前の地方税法

施行規則第４８号の６様式 

第８０条第３項 施行規則第３４号の２

の６様式 

平成２７年改正前の地方税法

施行規則第４８号の９様式 

第８０条第４項 施行規則第３４号の２

様式又は第３４号の２

の２様式 

平成２７年改正前の地方税法

施行規則第４８号の５様式又

は第４８号の６様式 

４ 平成２８年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同条第

２項に規定する売渡し若しくは消費等（同法第４６９条第１項第１号及び第２号に

規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。）が行われた紙巻たばこ３級品

を同日に販売のため所持する卸売販売業者等（新条例第７４条第１項に規定する卸

売販売業者等をいう。以下この条において同じ。）又は小売販売業者がある場合に

おいて、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第９号。

以下「所得税法等改正法」という。）附則第５２条第１項の規定により製造たばこ

の製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場か

ら移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるとき

は、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売

販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売

業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営

業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものと

みなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該

売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率
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は、１，０００本につき４３０円とする。 

５ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、平成２７年改

正法附則第２０条第４項に規定する申告書を平成２８年５月２日までに市長に提出

しなければならない。 

６ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成２８年９月３０日までに、その申

告に係る税金を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施行規則」

という。）第３４号の２の５様式による納付書によって納付しなければならない。 

７ 第４項の規定により市たばこ税を課する場合においては、前３項に規定するもの

のほか、新条例第１４条、第８０条第４項及び第５項、第８２条の２並びに第８３

条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１４条 第８０条第１項若しくは第

２項 

熊本市税条例等の一部を

改正する条例（平成２７

年条例第７８号。以下こ

の条及び第２章第４節に

おいて「平成２７年改正

条例」という。）附則第

６条第６項 

第１４条第２号 第８０条第１項若しくは第

２項 

平成２７年改正条例附則

第６条第５項 

第１４条第３号 第３２条の７第１項の申告

書（法第３２１条の８第

２２項及び第２３項の申告

書を除く。）、第８０条第

１項若しくは第２項の申告

書、第１１４条第１項の申 

告書又は第１４０条第１項

の申告書でその提出期限 

平成２７年改正条例附則

第６条第６項の納期限 

第８０条第４項 施行規則第３４号の２様式 平成２７年改正法附則第
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 又は第３４号の２の２様式 ２０条第４項の規定 

第８０条第５項 第１項又は第２項 平成２７年改正条例附則

第６条第６項 

第８２条の２ 第８０条第１項又は第２項 平成２７年改正条例附則

第６条第５項 

当該各項 同項 

第８３条第２項 第８０条第１項又は第２項 平成２７年改正条例附則

第６条第６項 

８ 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内

に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ３級品の

うち、第４項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を

受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第８１条の規定に準じ

て、同条の規定による当該紙巻たばこ３級品につき納付された、又は納付されるべ

き市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等

に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合に

おいて、当該卸売販売業者等が新条例第８０条第１項から第３項までの規定により

市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る紙巻たばこ３級品の品目ごとの本数

についての明細を記載した施行規則第１６号の５様式による書類を添付しなければ

ならない。 

９ 平成２９年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同条第

２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売の

ため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が

所得税法等改正法附則第５２条第８項の規定により製造たばこの製造者として当該

紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみ

なして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売

販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合

には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市

の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持され

るものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税

を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみな
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される紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、１，０００本につ

き４３０円とする。 

１０ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合に

ついて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第５項 前項 第９項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１０項に

おいて準用する同条第４

項 

平成２８年５月２日 平成２９年５月１日 

第６項 平成２８年９月３０日 平成２９年１０月２日 

第７項の表以外の部分 第４項の 第９項の 

前３項 同項並びに第１０項にお

いて準用する第５項及び

第６項 

第７項の表第１４条の項 附則第６条第６項 附則第６条第１０項にお

いて準用する同条第６項

第７項の表第１４条第２

号の項 

附則第６条第５項 附則第６条第１０項にお

いて準用する同条第５項

第７項の表第１４条第３

号の項 

附則第６条第６項 附則第６条第１０項にお

いて準用する同条第６項

第７項の表第８０条第４

項の項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１０項に

おいて準用する同条第４

項 

第７項の表第８０条第５

項の項 

附則第６条第６項 附則第６条第１０項にお

いて準用する同条第６項

第７項の表第８２条の２

の項 

附則第６条第５項 附則第６条第１０項にお

いて準用する同条第５項

第７項の表第８３条第２ 附則第６条第６項 附則第６条第１０項にお
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項の項  いて準用する同条第６項

第８項 第４項 第９項 

１１ 平成３０年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同条

第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売

のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者

が所得税法等改正法附則第５２条第１０項の規定により製造たばこの製造者として

当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したもの

とみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が

卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である

場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合に

は市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持

されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たば

こ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものと

みなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、１，０００本

につき６４５円とする。 

１２ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合に

ついて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第５項 前項 第１１項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１２項に

おいて準用する同条第４

項 

平成２８年５月２日 平成３０年５月１日 

第６項 平成２８年９月３０日 平成３０年１０月１日 

第７項の表以外の部分 第４項の 第１１項の 

前３項 同項並びに第１２項にお

いて準用する第５項及び

第６項 
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第７項の表第１４条の項 附則第６条第６項 附則第６条第１２項にお

いて準用する同条第６項

第７項の表第１４条第２

号の項 

附則第６条第５項 附則第６条第１２項にお

いて準用する同条第５項

第７項の表第１４条第３

号の項 

附則第６条第６項 附則第６条第１２項にお

いて準用する同条第６項

第７項の表第８０条第４

項の項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１２項に

おいて準用する同条第４

項 

第７項の表第８０条第５

項の項 

附則第６条第６項 附則第６条第１２項にお

いて準用する同条第６項

第７項の表第８２条の２

の項 

附則第６条第５項 附則第６条第１２項にお

いて準用する同条第５項

第７項の表第８３条第２

項の項 

附則第６条第６項 附則第６条第１２項にお

いて準用する同条第６項

第８項 第４項 第１１項 

１３ 平成３１年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同条

第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売

のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者

が所得税法等改正法附則第５２条第１２項の規定により製造たばこの製造者として

当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したもの

とみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が

卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である

場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合に

は市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持

されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たば

こ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものと

みなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、１，０００本

につき１，２６２円とする。 

１４ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合に



平成 28 年 1 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1416 号 
 

- 1732 - 
 

ついて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第５項 前項 第１３項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１４項に

おいて準用する同条第４

項 

平成２８年５月２日 平成３１年４月３０日 

第６項 平成２８年９月３０日 平成３１年９月３０日 

第７項の表以外の部分 第４項の 第１３項の 

前３項 同項並びに第１４項にお

いて準用する第５項及び

第６項 

第７項の表第１４条の項 附則第６条第６項 附則第６条第１４項にお

いて準用する同条第６項

第７項の表第１４条第２

号の項 

附則第６条第５項 附則第６条第１４項にお

いて準用する同条第５項

第７項の表第１４条第３

号の項 

附則第６条第６項 附則第６条第１４項にお

いて準用する同条第６項

第７項の表第８０条第４

項の項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１４項に

おいて準用する同条第４

項 

第７項の表第８０条第５

項の項 

附則第６条第６項 附則第６条第１４項にお

いて準用する同条第６項

第７項の表第８２条の２

の項 

附則第６条第５項 附則第６条第１４項にお

いて準用する同条第５項

第７項の表第８３条第２

項の項 

附則第６条第６項 附則第６条第１４項にお

いて準用する同条第６項

第８項 第４項 第１３項 

 （入湯税に関する経過措置） 
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第７条 新条例第１３１条の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日以後

に行われる新条例第１３１条の規定による申告について適用し、同日前に行われた

旧条例第１３１条の規定による申告については、なお従前の例による。 
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条 例 第  ７９  号   

平成２７年１２月１７日   

 

 熊本市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

熊本市消防本部及び消防署の設置等に関する条例（昭和３９年条例第４８号）の一

部を次のように改正する。 

 

別表中熊本市中央消防署の部北区の項を削り、熊本市南消防署の部の次に次のよう

に加える。 

熊本市

北消防

署 

熊本市

北区四

方寄町

５１４

番地１

北区  全域 

  

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ８０  号   

平成２７年１２月１７日   

 

 熊本市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

熊本市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年条例第３９号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

附則第６条第１項中「当該損害補償」を「当該年金たる損害補償」に、「掲げる年金

たる給付」を「掲げる当該法律による年金たる給付」に改め、同項の表を次のように

改める。 

１ 傷病補償

年 金 （ 第

１８条の２

に規定する

公務上の災

害に係るも

のを除く。）

 

厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）

による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元

化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改

正する法律（平成２４年法律第６３号。以下こ

の表及び次項の表において「平成２４年一元化

法」という。）附則第４１条第１項の規定による

障害共済年金若しくは平成２４年一元化法附則

第６５条第１項の規定による障害共済年金（以

下「障害厚生年金等」という。）及び国民年金法

（昭和３４年法律第１４１号）による障害基礎

年金（同法第３０条の４の規定による障害基礎

年金を除く。以下この表、次項の表及び 

０．７３ 

 第５項の表において「障害基礎年金」という。）  

２ 傷病補償 障害厚生年金等及び障害基礎年金 ０．８２（第１
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年 金 （ 第

１８条の２

に規定する

公務上の災

害に係るも

のに限る。）

 級又は第２級

の傷病等級に

該当する障害

に係る傷病補

償年金にあっ

ては、０．８１）

３ 障害補償

年 金 （ 第

１８条の２

に規定する

公務上の災

害に係るも

のを除く。）

障害厚生年金等及び障害基礎年金 ０．７３ 

４ 障害補償

年 金 （ 第

１８条の２

に規定する

公務上の災

害に係るも

のに限る。）

障害厚生年金等及び障害基礎年金 ０．８２（第１

級又は第２級

の障害等級に

該当する障害

に係る障害補

償年金にあっ

ては、０．８１）

５ 遺族補償

年 金 （ 第

１８条の２

に規定する

公務上の災

害に係るも

のを除く。）

厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成

２４年一元化法附則第４１条第１項の規定によ

る遺族共済年金若しくは平成２４年一元化法附

則第６５条第１項の規定による遺族共済年金

（以下この表及び次項の表において「遺族厚生

年金等」という。）及び国民年金法による遺族基

礎年金（国民年金法等の一部を改正する法律 

０．８０ 

 

 

（昭和６０年法律第３４号。以下「国民年金等

改正法」という。）附則第２８条第１項の規定に
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 よる遺族基礎年金を除く。以下この表及び次項

の表において「遺族基礎年金」という。） 

 

６ 遺族補償

年 金 （ 第

１８条の２

に規定する

公務上の災

害に係るも

のに限る。）

遺族厚生年金等及び遺族基礎年金 ０．８７ 

 附則第６条第２項中「、当該損害補償」を「、当該年金たる損害補償」に、「から

当該損害補償」を「から当該年金たる損害補償」に改め、同項の表を次のように改め

る。 

１ 傷病補償

年 金 （ 第

１８条の２

に規定する

公務上の災

害に係るも

のを除く。）

１ 障害厚生年金等 ０．８６ 

２ 障害基礎年金（当該損害補償の事由となっ

た障害について平成２４年一元化法附則第

３７条第１項に規定する給付のうち障害共済

年金、平成２４年一元化法附則第６１条第１

項に規定する給付のうち障害共済年金、平成

２４年一元化法附則第７９条に規定する給付

のうち障害共済年金又は厚生年金保険制度及

び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図

るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃

止する等の法律（平成１３年法律第１０１号）

附則第２条第１項第２号に規定する旧農林共

済法（以下この表において「旧農林共済法」

という。）による障害共済年金（以下この表及

び第５項の表において「平成２４年一元化 

０．８８ 

 

 

法改正前国共済法等による障害共済年金」と

いう。）が支給される場合を除く。） 
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２ 傷病補償

年 金 （ 第

１８条の２

に規定する

公務上の災

害に係るも

のに限る。）

１ 障害厚生年金等 ０．９１（第１

級又は第２級

の傷病等級に

該当する障害

に係る傷病補

償年金にあっ

ては、０．９０）

２ 障害基礎年金（当該損害補償の事由となっ

た障害について平成２４年一元化法改正前国

共済法等による障害共済年金が支給される場

合を除く。） 

０．９２（第１

級の傷病等級

に該当する障

害に係る傷病

補 償 年 金 に

あ っ て は 、

０．９１） 

３ 障害補償

年 金 （ 第

１８条の２

に規定する

公務上の災

害に係るも

のを除く。）

１ 障害厚生年金等 ０．８３ 

２ 障害基礎年金（当該損害補償の事由となっ

た障害について平成２４年一元化法改正前国

共済法等による障害共済年金が支給される場

合を除く。） 

０．８８ 

４ 障害補償

年 金 （ 第

１８条の２

に規定する

公務上の災

害に係るも 

１ 障害厚生年金等 ０．８９（第１

級又は第２級

の障害等級に

該当する障害

に係る障害補

償年金にあっ

のに限る。）

 

 ては、０．８８）

２ 障害基礎年金（当該損害補償の事由となっ ０．９２（第１
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 た障害について平成２４年一元化法改正前国

共済法等による障害共済年金が支給される場

合を除く。） 

級の障害等級

に該当する障

害に係る障害

補 償 年 金 に

あ っ て は 、

０ ． ９ １ ）

５ 遺族補償

年 金 （ 第

１８条の２

に規定する

公務上の災

害に係るも

のを除く。）

１ 遺族厚生年金等 ０．８４ 

２ 遺族基礎年金（当該損害補償の事由となっ

た死亡について平成２４年一元化法附則第

３７条第１項に規定する給付のうち遺族共済

年金、平成２４年一元化法附則第６１条第１

項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成

２４年一元化法附則第７９条に規定する給付

のうち遺族共済年金又は旧農林共済法による

遺族共済年金（以下この表において「平成

２４年一元化法改正前国共済法等による遺族

共済年金」という。）が支給される場合を除

く。）又は国民年金法による寡婦年金 

０．８８ 

６ 遺族補償

年 金 （ 第

１８条の２

に規定する

公務上の災

害に係るも

のに限る。）

１ 遺族厚生年金等 ０．８９ 

２ 遺族基礎年金（当該損害補償の事由となっ

た死亡について平成２４年一元化法改正前国

共済法等による遺族共済年金が支給される場

合を除く。）又は国民年金法による寡婦年金 

０．９２ 

 附則第６条第３項中「当該損害補償」を「当該年金たる損害補償」に、「年金たる

給付の二が支給される」を「法律による年金たる給付の数が２である」に、「、当該

年金たる給付」を「、当該法律による年金たる給付」に改め、同項の表を次のように

改める。 
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１ 傷病補償

年 金 （ 第

１８条の２

に規定する

公務上の災

害に係るも

のを除く。）

１ 国民年金等改正法附則第８７条第１項に規

定する年金たる保険給付のうち障害年金（以

下この表及び第６項の表において「旧船員保

険法による障害年金」という。） 

０．７５ 

２ 国民年金等改正法附則第７８条第１項に規

定する年金たる保険給付のうち障害年金（以

下この表及び第６項の表において「旧厚生年

金保険法による障害年金」という。） 

０．７５ 

３ 国民年金等改正法附則第３２条第１項に規

定する年金たる給付のうち障害年金（以下こ

の表及び第６項の表において「旧国民年金法

による障害年金」という。） 

０．８９ 

２ 傷病補償

年 金 （ 第

１８条の２

に規定する

公務上の災

害に係るも

のに限る。）

１ 旧船員保険法による障害年金 ０．８３（第１

級の傷病等級

に該当する障

害に係る傷病

補 償 年 金 に

あ っ て は 、

０．８２） 

２ 旧厚生年金保険法による障害年金 ０．８３（第１

級の傷病等級

に該当する障

害に係る傷病

補 償 年 金 に

あ っ て は 、

０．８２） 

３ 旧国民年金法による障害年金 ０．９３（第１

級又は第２級
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  の傷病等級に

該当する障害

に係る傷病補

償年金にあっ

ては、０．９２）

３ 障害補償

年 金 （ 第

１８条の２

に規定する

公務上の災

害に係るも

のを除く。）

１ 旧船員保険法による障害年金 ０．７４ 

２ 旧厚生年金保険法による障害年金 ０．７４ 

３ 旧国民年金法による障害年金 ０．８９ 

４ 障害補償

年 金 （ 第

１８条の２

に規定する

公務上の災

害に係るも

のに限る。）

 

１ 旧船員保険法による障害年金 ０．８３（第１

級の障害等級

に該当する障

害 に 係 る 障

害 補 償 年 金

に あ っ て は

０．８１、第２

級の障害等級

に該当する障

害 に 係 る 障

害 補 償 年 金

に あ っ て は

０．８２） 

２ 旧厚生年金保険法による障害年金 ０．８３（第１

級の障害等級

に該当する障

害 に 係 る 障
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  害 補 償 年 金

に あ っ て は

０．８１、第２

級の障害等級

に該当する障

害 に 係 る 障

害 補 償 年 金

に あ っ て は

０．８２） 

３ 旧国民年金法による障害年金 ０．９３（第１

級又は第２級

の障害等級に

該当する障害

に係る障害補

償年金にあっ

ては、０．９２）

５ 遺族補償

年 金 （ 第

１８条の２

に規定する

公務上の災

害に係るも

のを除く。）

１ 国民年金等改正法附則第８７条第１項に規

定する年金たる保険給付のうち遺族年金 

０．８０ 

２ 国民年金等改正法附則第７８条第１項に規

定する年金たる保険給付のうち遺族年金 

０．８０ 

３ 国民年金等改正法附則第３２条第１項に規

定する年金たる給付のうち母子年金、準母子

年金、遺児年金又は寡婦年金 

０．９０ 

６ 遺族補償

年 金 （ 第

１８条の２

に規定する

公務上の災

害に係るも

１ 国民年金等改正法附則第８７条第１項に規

定する年金たる保険給付のうち遺族年金 

０．８７ 

２ 国民年金等改正法附則第７８条第１項に規

定する年金たる保険給付のうち遺族年金 

０．８７ 

３ 国民年金等改正法附則第３２条第１項に規

定する年金たる給付のうち母子年金、準母子

０．９３ 
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のに限る。） 年金、遺児年金又は寡婦年金  

附則第６条第４項中「当該損害補償」を「当該年金たる損害補償」に改め、「当該各

号に掲げる」の次に「法律による」を加え、同条第５項を次のように改める。 

５ 休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について次の表の左欄に掲げる

法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、第８条の規定にかか

わらず、同条の規定による休業補償の額に、同表の左欄に掲げる当該法律による年

金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額（その額が当該休業

補償の額から同一の事由について支給される当該法律による年金たる給付の額（当

該法律による年金たる給付の数が２である場合にあっては、その合計額）を３６５

で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額）を支給する。 

障害厚生年金等及び障害基礎年金 ０．７３ 

障害厚生年金等（当該損害補償の事由となった障害について障

害基礎年金が支給される場合を除く。） 

０．８６ 

障害基礎年金（当該損害補償の事由となった障害について障害

厚生年金等又は平成２４年一元化法改正前国共済法等による障

害共済年金が支給される場合を除く。） 

０．８８ 

附則第６条第６項中「この条例の規定にかかわらず、この条例」を「第８条の規定

にかかわらず、同条」に改め、「同表の左欄に掲げる」の次に「当該」を加え、「がこ

の条例の規定による」を「が当該」に、「当該年金たる給付」を「当該法律による年金

たる給付」に改め、同項の表中「の規定」を削る。 

 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の熊本市消防団員等公務災害補償条例（以下「新条例」と

いう。）附則第６条の規定は、平成２７年１０月１日（以下「適用日」という。）以

後に支給すべき事由の生じた年金たる損害補償及び休業補償並びに適用日前に支給

すべき事由の生じた適用日以後の期間に係る年金たる損害補償について適用し、適

用日前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る年金たる損害補償及び適用

日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。 

３ この条例による改正前の熊本市消防団員等公務災害補償条例（以下「旧条例」と
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いう。）附則第６条の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間

に新条例の適用を受ける者に支給された旧条例の規定に基づく年金たる損害補償及

び休業補償は、新条例による年金たる損害補償及び休業補償の内払とみなす。 
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条 例 第  ８１  号   

平成２７年１２月１７日   

 

 熊本市保育園条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

  

熊本市保育園条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市保育園条例（昭和３９年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

 

別表黒髪乳児保育園の項を削る。 

 

附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ８２  号   

平成２７年１２月１７日   

 

 熊本市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例を公布

する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市風致地区内における建築等の規制に関する条例（平成２３年条例第８６号）

の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第３項第２号を次のように改める。 

 (2) 独立行政法人労働者健康安全機構 

 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ８３  号   

平成２７年１２月１７日   

 

 熊本市自転車駐車場条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市自転車駐車場条例の一部を改正する条例 

 

熊本市自転車駐車場条例（昭和６０年条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第２に次のように加える。 

熊本市西熊本駅自転車駐車場 熊本市南区島町４丁目２番地 

 別表第３に次のように加える。 

熊本市西熊本駅自転

車駐車場 

１月１日から

１２月３１日

まで 

午前０時から

午後１２時ま

で 

供用時間中 供用時間中

 

   附 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。 
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  規   則   

規 則 第  ８３  号   

平成２７年１２月１６日   

 

熊本市児童福祉法に基づく療育の給付に関する規則の一部を改正する規則を公布す

る。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市児童福祉法に基づく療育の給付に関する規則の一部を改正する規則 

 

熊本市児童福祉法に基づく療育の給付に関する規則（平成８年規則第６号）の一部

を次のように改正する。 

 

 別表備考第８項中「第５条の４の２第５項」を「第５条の４の２第６項」に改める。 

 様式第１号中 

「 

２
女 

１
男 生年月日 

3 

4 
年  月  日 年

齢 歳

 
 

本人との
続 柄 

本人の 
(   ) 

電話番号   

 
職 

業
  

                              」 

               を 
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「 

２
女 

１
男 生年月日 

3 

4 
年  月  日

年
齢 歳

 
 個人番号  

 

本人との
続 柄 

本人の 
(   ) 

電話番号   

 
 個人番号  

職 

業 

  

                              」 

に改める。 

 

   附 則 

 この規則は、平成２８年１月１日から施行する。ただし、別表備考第８項の改正規

定は、公布の日から施行する。 
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規 則 第  ８４  号   

平成２７年１２月１７日   

 

熊本市中国残留邦人等に対する支援給付及び特定配偶者に対する配偶者支援金事務

取扱規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市中国残留邦人等に対する支援給付及び特定配偶者に対する配偶者支援金

事務取扱規則の一部を改正する規則 

 

熊本市中国残留邦人等に対する支援給付及び特定配偶者に対する配偶者支援金事務

取扱規則（平成２０年規則第５２号）の一部を次のように改正する。 

 

様式第２号を次のように改める。 
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 様式第１３号中 

「               「 
氏名 続柄 

を 

氏名 個人番号 続柄 

 中国残留邦人等 
本人 

 
 中国残留邦

人等本人 

 配偶者   配偶者 

     

     

     

     

     

     

     

     

               」               」 

に改める。 

 様式第２２号中 

「（２）この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、

知事に対し審査請求をすることができます（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して

６０日以内であっても、決定があった日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることが

できなくなります。）。 

（３）上記（２）の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その審査請求に対する裁決があったことを

知った日の翌日から起算して６か月以内に、市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長と

なります。）この決定の取消しの訴えを提起することができます（なお、裁決があったことを知った

日の翌日から起算して６か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して１年を経過すると

決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、次の①から③までのいずれか

に該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないでこの決定の取消しの訴えを提起することができ

ます。①審査請求をした日の翌日から起算して５０日を経過しても裁決がないとき。②決定、決定の

執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。③その他裁決を経

ないことにつき正当な理由があるとき。 

（４）支援給付金を受け取るときにはこの通知書と印鑑が必要ですので忘れないように持参してください。 」 

を 
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「（２）支援給付金を受け取るときにはこの通知書と印鑑が必要ですので忘れないように持参してください。 

 

（教示）     

 

 

 

                                             」 

に改める。 

様式第２３号中 

「(1) この決定通知が申請書受理後１４日を経過した理由 

(2) この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して６０日以内に、知事に対し審査請求をすることができます（なお、決

定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内であっても、決定が

あった日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなく

なります。）。 

(3) 上記(2)の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その審査請求に対する

裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、市を被告とし

て（訴訟において市を代表する者は市長となります。）この決定の取消しの訴え

を提起することができます（なお、裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して１年を経過

すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、次

の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ない

でこの決定の取消しの訴えを提起することができます。①審査請求をした日の

翌日から起算して５０日を経過しても裁決がないとき。②決定、決定の執行又

は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。③

その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。           」 

を 
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「 この決定通知が申請書受理後１４日を経過した理由 

 

（教示） 

 

 

 

                                」 

に改める。 

様式第２４号中 

「 なお、この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

６０日以内に、知事に対し審査請求をすることができます（なお、決定があったことを知った

日の翌日から起算して６０日以内であっても、決定があった日の翌日から起算して１年を経過

すると審査請求をすることができなくなります。）。 

  また、この審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その審査請求に対する裁決があったこ

とを知った日の翌日から起算して６か月以内に、市を被告として（訴訟において市を代表する

者は市長となります。）この決定の取消しの訴えを提起することができます（なお、裁決があ

ったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起

算して１年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、

次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないでこの決定の

取消しの訴えを提起することができます。①審査請求をした日の翌日から起算して５０日を経

過しても裁決がないとき。②決定、決定の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避け

るため緊急の必要があるとき。③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。   」 

を 

「（教示） 

 

 

 

                                  」 

に改める。 

 様式第２５号中 
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「 なお、この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日

から起算して６０日以内に、知事に対し審査請求をすることができます（なお、

決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内であっても、決定が

あった日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求することができなくなり

ます。）。 

また、この審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その審査請求に対する裁

決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、市を被告として（訴

訟において市を代表する者は市長となります。）この決定の取消しの訴えを提起す

ることができます（なお、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か

月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して１年を経過すると決定の

取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、次の①から③まで

のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないでこの決定の取消

しの訴えを提起することができます。①審査請求をした日の翌日から起算して

５０日を経過しても裁決がないとき。②決定、決定の執行又は手続の続行により

生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。③その他裁決を経ないこ

とにつき正当な理由があるとき。                      」 

を 

「（教示） 

 

 

 

                                 」 

に改める。 

 様式第２６号中 
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「（備考） 

この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以

内に、知事に対し審査請求をすることができます（なお、決定があったことを知った日の翌日か

ら起算して６０日以内であっても、決定があった日の翌日から起算して１年を経過すると審査請

求をすることができなくなります。）。 

また、この審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その審査請求に対する裁決があったこと

を知った日の翌日から起算して６か月以内に、市を被告として（訴訟において市を代表する者は

市長となります。）この決定の取消しの訴えを提起することができます（なお、裁決があったこ

とを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して１

年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、次の①か

ら③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないでこの決定の取消しの訴

えを提起することができます。①審査請求をした日の翌日から起算して５０日を経過しても裁決

がないとき。②決定、決定の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必

要があるとき。③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。            」 

を 

「（教示） 

 

 

 

                                       」 

に改める。 

 様式第２７号中 
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「（備考） 

この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して６０日以内に、知事に対し審査請求をすることができます（なお、決

定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内であっても、決定が

あった日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求することができなく

なります。）。 

また、この審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その審査請求に対する

裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、市を被告とし

て（訴訟において市を代表する者は市長となります。）この決定の取消しの訴え

を提起することができます（なお、裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して１年を経過

すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、次

の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ない

でこの決定の取消しの訴えを提起することができます。①審査請求をした日の

翌日から起算して５０日を経過しても裁決がないとき。②決定、決定の執行又

は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。③

その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。           」 

を 

「（教示） 

 

 

 

                                」 

に改める。 

 

附 則 

 この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 
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規 則 第  ８５  号   

平成２７年１２月１７日   

 

熊本市生活困窮者自立支援法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市生活困窮者自立支援法施行細則の一部を改正する規則 

 

熊本市生活困窮者自立支援法施行細則（平成２７年規則第４６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 様式第１号中「運転免許証」の次に「、個人番号カード」を加える。 

 

   附 則 

 この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 
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規 則 第  ８６  号   

平成２７年１２月２１日   

 

熊本市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 

 

熊本市児童福祉法施行細則（平成２２年規則第７４号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 様式第１２号中 

「 

(         ) 
年  月  日  

    

                                       」 

を 

「 

(         ) 
年  月  日  

    

個人番号     －     －     

                                       」 

に、 

「１ 氏名を自署する場合は、押印は不要です。 

２ この申込書は、保護者が次の点に注意して記入の上、児童相談所に提出してくだ

さい。 

(1) 児童自立生活援助の実施を希望する理由の欄には、その具体的な状況を記入

してください。 

(2) 援助の実施を希望する期間の欄には、児童自立生活援助の実施を希望する理

由に該当すると見込まれる期間の範囲内で記入してください。なお、児童自立
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生活援助の実施の期間の希望に添えない場合がありますので、あらかじめ御承

知ください。 

(3) 備考の欄には、健康状況等児童自立生活援助の実施について参考となる事項

を記入してください。 

３ 申込書に徴収額決定のために必要な事項に関する書類（希望者本人の本年度にお

ける市町村民税及び前年における所得税に関する課税証明書）を添付してくださ

い。                                    」 

を 

「 この申込書は、次の点に注意して記入の上、児童相談所に提出してください。 

(1) 児童自立生活援助の実施を希望する理由の欄には、その具体的な状況を記入

してください。 

(2) 援助の実施を希望する期間の欄には、児童自立生活援助の実施を希望する理

由に該当すると見込まれる期間の範囲内で記入してください。なお、児童自立生

活援助の実施の期間の希望に添えない場合がありますので、あらかじめ御承知く

ださい。 

(3) 備考の欄には、健康状況等児童自立生活援助の実施について参考となる事項

を記入してください。                            」 

に改める。 

 様式第１３号中 

「 

氏名 

(夫) 

  年 月 日生

歳
夫 

職業
  

氏名 

(妻) 

  年 月 日生

歳
履歴

  

住所 
〒 

妻 

職業
  

交通 

目標 

  
電話番号

(   )

 － 
履歴

  

                 」 

を 
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「 

氏名 

(夫) 

  
年 月 日生

歳 夫 

職業
  

履歴
 

個人番号 －    － 

氏名 

(妻) 

  
年 月 日生

歳 妻 

職業
  

履歴
 

個人番号 －    － 

住所 
〒 

交通 

目標 

  
電話番号 (    )    － 

                 」 

に、 

「 

氏名 
年齢(性別) 

生年月日 
職業 続柄

健康

状態

         

         

         

         

         

                          」 

             を 
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「 

氏名 
年齢(性別) 

職業 続柄
健康

状態生年月日 

         
 (個人番号)  －  － 

         

 (個人番号)  －  － 

         

 (個人番号)  －  － 

         

 (個人番号)  －  － 

         

 (個人番号)  －  － 

                          」 

に、 
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「２ 氏名を自署する場合は、押印は不要です。 

 ３ ※印は、児童相談所が記入します。 

 ４ その他希望事項の欄には、希望する条件をできるだけ具体的に記入してください。 

 ５ 申請理由の欄には、例えば、 

  (ｱ) 家庭内養育に欠ける児童を養育したいから。 

  (ｲ) 自分の子どもが成長して家庭内に余力があるから。 

  (ｳ) 自分に子どもがいないから。 

   等のようにできるだけありのままに記入してください。 

 ６ 職業の欄には、職業名を記入してください。 

 ７ 履歴の欄には、最終学校名（卒業、修業の別をはっきりさせること。）及びその後の主な

職歴を記入してください。 

 ８ 交通目標の欄には、鉄道下車駅、電車停留所等及びそれらから家までの距離を記入してく

ださい。 

 ９ 健康状態の欄には、現在の健康状態、例えば、 

  (ｱ) 極めて良い 

  (ｲ) やや良い 

  (ｳ) 普通 

   等を記入してください。もし以前に重い病気をしたことがあれば、その病名を書き添えて

ください。 

 １０ 養育期間の欄には、児童を預かろうと思う期間をおおむね何年位と記入してください。

また、短期限定で委託を受ける場合には、その旨を記入してください。 

 １１ 養育の方針の欄には、例えば、 

  (ｱ) 学校教育はどの程度進ませたい。 

  (ｲ) 養育した上で養子にしたい。 

  (ｳ) 将来家業の手伝いをさせたい。 

  (ｴ) 将来児童の職業をどのようにしたい。 

  (ｵ) その他具体的な養育の方針 

   等を記入してください。 

 １２ この申請書に記入された内容に変更が生じた際は、速やかに市長に届け出てください。」 

を 
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「２ ※印は、児童相談所が記入します。 

 ３ その他希望事項の欄には、希望する条件をできるだけ具体的に記入してください。 

 ４ 申請理由の欄には、例えば、 

  (1) 家庭内養育に欠ける児童を養育したいから。 

  (2) 自分の子どもが成長して家庭内に余力があるから。 

  (3) 自分に子どもがいないから。 

  等のようにできるだけありのままに記入してください。 

 ５ 職業の欄には、職業名を記入してください。 

 ６ 履歴の欄には、最終学校名（卒業、修業の別をはっきりさせること。）及びその後の主な

職歴を記入してください。 

 ７ 交通目標の欄には、鉄道下車駅、電車停留所等及びそれらから家までの距離を記入してく

ださい。 

 ８ 健康状態の欄には、現在の健康状態、例えば、 

  (1) 極めて良い 

  (2) やや良い 

  (3) 普通 

  等を記入してください。もし以前に重い病気をしたことがあれば、その病名を書き添えてく

ださい。 

 ９ 養育期間の欄には、児童を預かろうと思う期間をおおむね何年くらいと記入してくださ

い。また、短期限定で委託を受ける場合には、その旨を記入してください。 

 １０ 養育の方針の欄には、例えば、 

  (1) 学校教育はどの程度進ませたい。 

  (2) 養育した上で養子にしたい。 

  (3) 将来家業の手伝いをさせたい。 

  (4) 将来児童の職業をどのようにしたい。 

  (5) その他具体的な養育の方針 

  等を記入してください。 

 １１ この申請書に記入された内容に変更が生じた際は、速やかに市長に届け出てください。」 

に改める。 

 様式第１４号中 
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「 

氏名 

(夫) 

  年 月 日生

歳
夫 

職業
  

氏名 

(妻) 

  年 月 日生

歳
履歴

  

住所 
〒 

妻 

職業
  

交通 

目標 

  
電話番号

(   )

 － 
履歴

  

                 」 

を 

「 

氏名 

(夫) 

  
年 月 日生

歳 夫 

職業
  

履歴
 

個人番号 －    － 

氏名 

(妻) 

  
年 月 日生

歳 妻 

職業
  

履歴
 

個人番号 －    － 

住所 
〒 

交通 

目標 

  
電話番号 (    )    － 

                 」 

に、 

「 

氏名 
年齢(性別) 

生年月日 
職業 続柄

健康

状態

         

         

         

         

         

                          」 
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             を 

「 

氏名 
年齢(性別) 

職業 続柄
健康

状態生年月日 

         
 (個人番号)  －  － 

         

 (個人番号)  －  － 

         

 (個人番号)  －  － 

         

 (個人番号)  －  － 

         

 (個人番号)  －  － 

                          」 

に、 
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「２ 氏名を自署する場合は、押印は不要です。 

 ３ ※印は、児童相談所が記入します。 

 ４ その他希望事項の欄には、希望する条件をできるだけ具体的に記入してください。 

 ５ 申請理由の欄には、例えば、 

  (ｱ) 家庭内養育に欠ける児童を養育したいから。 

  (ｲ) 自分の子どもが成長して家庭内に余力があるから。 

  (ｳ) 自分に子どもがいないから。 

   等のようにできるだけありのままに記入してください。 

 ６ 職業の欄には、職業名を記入してください。 

 ７ 履歴の欄には、最終学校名（卒業、修業の別をはっきりさせること。）及びその後の主な

職歴を記入してください。 

 ８ 交通目標の欄には、鉄道下車駅、電車停留所等及びそれらから家までの距離を記入してく

ださい。 

 ９ 健康状態の欄には、現在の健康状態、例えば、 

  (ｱ) 極めて良い 

  (ｲ) やや良い 

  (ｳ) 普通 

   等を記入してください。もし以前に重い病気をしたことがあれば、その病名を書き添えて

ください。 

 １０ 養育期間の欄には、児童を預かろうと思う期間をおおむね何年位と記入してください。 

 １１ 養育の方針の欄には、例えば、 

  (ｱ) 学校教育はどの程度進ませたい。 

  (ｲ) 養育した上で養子にしたい。 

  (ｳ) 将来家業の手伝いをさせたい。 

  (ｴ) 将来児童の職業をどのようにしたい。 

  (ｵ) その他具体的な養育の方針 

   等を記入してください。 

 １２ この申請書に記入された内容に変更が生じた際は、速やかに市長に届け出てください。」 

を 
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「２ ※印は、児童相談所が記入します。 

 ３ その他希望事項の欄には、希望する条件をできるだけ具体的に記入してください。 

 ４ 申請理由の欄には、例えば、 

  (1) 家庭内養育に欠ける児童を養育したいから。 

  (2) 自分の子どもが成長して家庭内に余力があるから。 

  (3) 自分に子どもがいないから。 

  等のようにできるだけありのままに記入してください。 

 ５ 職業の欄には、職業名を記入してください。 

 ６ 履歴の欄には、最終学校名（卒業、修業の別をはっきりさせること。）及びその後の主な

職歴を記入してください。 

 ７ 交通目標の欄には、鉄道下車駅、電車停留所等及びそれらから家までの距離を記入してく

ださい。 

 ８ 健康状態の欄には、現在の健康状態、例えば、 

  (1) 極めて良い 

  (2) やや良い 

  (3) 普通 

  等を記入してください。もし以前に重い病気をしたことがあれば、その病名を書き添えてく

ださい。 

 ９ 養育期間の欄には、児童を預かろうと思う期間をおおむね何年くらいと記入してくださ

い。 

 １０ 養育の方針の欄には、例えば、 

  (1) 学校教育はどの程度進ませたい。 

  (2) 養育した上で養子にしたい。 

  (3) 将来家業の手伝いをさせたい。 

  (4) 将来児童の職業をどのようにしたい。 

  (5) その他具体的な養育の方針 

  等を記入してください。 

 １１ この申請書に記入された内容に変更が生じた際は、速やかに市長に届け出てください。」 

に改める。 

様式第１５号中 
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「 

氏名 

(夫) 

  年 月 日生

歳
夫 

職業
  

氏名 

(妻) 

  年 月 日生

歳
履歴

  

住所 
〒 

妻 

職業
  

交通 

目標 

  
電話番号

(   )

 － 
履歴

  

                 」 

を 

「 

氏名 

(夫) 

  
年 月 日生

歳 夫 

職業
  

履歴
 

個人番号 －    － 

氏名 

(妻) 

  
年 月 日生

歳 妻 

職業   

履歴
 

個人番号 －    － 

住所 
〒 

交通 

目標 

  
電話番号 (    )    － 

                 」 

に、 

「 

氏名 
年齢(性別) 

生年月日 
職業 続柄

健康

状態

         

         

         

         

         

                          」 

             を 
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「 

氏名 
年齢(性別) 

職業 続柄
健康

状態生年月日 

         
 (個人番号)  －  － 

         

 (個人番号)  －  － 

         

 (個人番号)  －  － 

         

 (個人番号)  －  － 

         

 (個人番号)  －  － 

                          」 

に、 
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「２ 氏名を自署する場合は、押印は不要です。 

 ３ ※印は、児童相談所が記入します。 

 ４ 申請理由の欄には、例えば、 

  (ｱ) 家庭内養育に欠ける児童を養育したいから。 

  (ｲ) 自分の子どもが成長して家庭内に余力があるから。 

  (ｳ) 自分に子どもがいないから。 

   等のようにできるだけありのままに記入してください。 

 ５ 職業の欄には、職業名を記入してください。 

 ６ 履歴の欄には、最終学校名（卒業、修業の別をはっきりさせること。）及びその後の主な

職歴を記入してください。 

 ７ 交通目標の欄には、鉄道下車駅、電車停留所等及びそれらから家までの距離を記入してく

ださい。 

 ８ 健康状態の欄には、現在の健康状態、例えば、 

  (ｱ) 極めて良い 

  (ｲ) やや良い 

  (ｳ) 普通 

   等を記入してください。もし以前に重い病気をしたことがあれば、その病名を書き添えて

ください。 

 ９ 養育期間の欄には、児童を預かろうと思う期間をおおむね何年位と記入してください。 

 １０ 養育の方針の欄には、例えば、 

  (ｱ) 学校教育はどの程度進ませたい。 

  (ｲ) 養育した上で養子にしたい。 

  (ｳ) 将来家業の手伝いをさせたい。 

  (ｴ) 将来児童の職業をどのようにしたい。 

  (ｵ) その他具体的な養育の方針 

   等を記入してください。 

 １１ この申請書に記入された内容に変更が生じた際は、速やかに市長に届け出てください。」 

を 
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「２ ※印は、児童相談所が記入します。 

 ３ 申請理由の欄には、例えば、 

  (1) 家庭内養育に欠ける児童を養育したいから。 

  (2) 自分の子どもが成長して家庭内に余力があるから。 

  (3) 自分に子どもがいないから。 

  等のようにできるだけありのままに記入してください。 

 ４ 職業の欄には、職業名を記入してください。 

 ５ 履歴の欄には、最終学校名（卒業、修業の別をはっきりさせること。）及びその後の主な

職歴を記入してください。 

 ６ 交通目標の欄には、鉄道下車駅、電車停留所等及びそれらから家までの距離を記入してく

ださい。 

 ７ 健康状態の欄には、現在の健康状態、例えば、 

  (1) 極めて良い 

  (2) やや良い 

  (3) 普通 

  等を記入してください。もし以前に重い病気をしたことがあれば、その病名を書き添えてく

ださい。 

 ８ 養育期間の欄には、児童を預かろうと思う期間をおおむね何年くらいと記入してくださ

い。 

 ９ 養育の方針の欄には、例えば、 

  (1) 学校教育はどの程度進ませたい。 

  (2) 養育した上で養子にしたい。 

  (3) 将来家業の手伝いをさせたい。 

  (4) 将来児童の職業をどのようにしたい。 

  (5) その他具体的な養育の方針 

  等を記入してください。 

 １０ この申請書に記入された内容に変更が生じた際は、速やかに市長に届け出てください。」 

に改める。 

様式第１６号中 
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「 

氏名 
  年 月 日生

歳
職業

  

住所 〒 

履歴

  

  
交通 

目標 

  
電話番号

(   ) 

  － 

                 」 

を 

「 

氏名 

  年 月 日生

歳

職業   

履歴
 

個人番号 －    － 

住所 
〒 

交通 

目標 

  
電話番号 (    )    － 

                 」 

に、 

「 

氏名 
年齢(性別) 

生年月日 
職業 続柄

健康

状態

         

         

         

         

         

                          」 

             を 
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「 

氏名 
年齢(性別) 

職業 続柄
健康

状態生年月日 

         
 (個人番号)  －  － 

         

 (個人番号)  －  － 

         

 (個人番号)  －  － 

         

 (個人番号)  －  － 

         

 (個人番号)  －  － 

                          」 

に、 
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「２ 氏名を自署する場合は、押印は不要です。 

 ３ ※印は、児童相談所が記入します。 

 ４ 申請理由の欄には、例えば、 

  (ｱ) 家庭内養育に欠ける児童を養育したいから。 

  (ｲ) 自分の子どもが成長して家庭内に余力があるから。 

  (ｳ) 自分に子どもがいないから。 

   等のようにできるだけありのままに記入してください。 

 ５ 職業の欄には、職業名を記入してください。 

 ６ 履歴の欄には、最終学校名（卒業、修業の別をはっきりさせること。）及びその後の主な

職歴を記入してください。 

 ７ 交通目標の欄には、鉄道下車駅、電車停留所等及びそれらから家までの距離を記入してく

ださい。 

 ８ 健康状態の欄には、現在の健康状態、例えば、 

  (ｱ) 極めて良い 

  (ｲ) やや良い 

  (ｳ) 普通 

   等を記入してください。もし以前に重い病気をしたことがあれば、その病名を書き添えて

ください。 

 ９ 養育期間の欄には、児童を預かろうと思う期間をおおむね何年位と記入してください。 

 １０ 養育の方針の欄には、例えば、 

  (ｱ) 学校教育はどの程度進ませたい。 

  (ｲ) 養育した上で養子にしたい。 

  (ｳ) 将来家業の手伝いをさせたい。 

  (ｴ) 将来児童の職業をどのようにしたい。 

  (ｵ) その他具体的な養育の方針 

   等を記入してください。 

 １１ この申請書に記入された内容に変更が生じた際は、速やかに市長に届け出てください。」 

を 
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「２ ※印は、児童相談所が記入します。 

 ３ 申請理由の欄には、例えば、 

  (1) 家庭内養育に欠ける児童を養育したいから。 

  (2) 自分の子どもが成長して家庭内に余力があるから。 

  (3) 自分に子どもがいないから。 

  等のようにできるだけありのままに記入してください。 

 ４ 職業の欄には、職業名を記入してください。 

 ５ 履歴の欄には、最終学校名（卒業、修業の別をはっきりさせること。）及びその後の主な

職歴を記入してください。 

 ６ 交通目標の欄には、鉄道下車駅、電車停留所等及びそれらから家までの距離を記入してく

ださい。 

 ７ 健康状態の欄には、現在の健康状態、例えば、 

  (1) 極めて良い 

  (2) やや良い 

  (3) 普通 

  等を記入してください。もし以前に重い病気をしたことがあれば、その病名を書き添えてく

ださい。 

 ８ 養育期間の欄には、児童を預かろうと思う期間をおおむね何年くらいと記入してくださ

い。 

 ９ 養育の方針の欄には、例えば、 

  (1) 学校教育はどの程度進ませたい。 

  (2) 養育した上で養子にしたい。 

  (3) 将来家業の手伝いをさせたい。 

  (4) 将来児童の職業をどのようにしたい。 

  (5) その他具体的な養育の方針 

  等を記入してください。 

 １０ この申請書に記入された内容に変更が生じた際は、速やかに市長に届け出てください。」 

に改める。 

 

   附 則 

 この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 
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規 則 第  ８７  号   

平成２７年１２月２８日   

 

熊本市食肉センター条例を廃止する条例の施行期日を定める規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市食肉センター条例を廃止する条例の施行期日を定める規則 

 

熊本市食肉センター条例を廃止する条例（平成２５年条例第２５号）の施行期日は、

平成２８年２月１日とする。 
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規 則 第  ８８  号   

平成２７年１２月２８日   

 

熊本市食肉センター条例施行規則を廃止する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市食肉センター条例施行規則を廃止する規則 

 

熊本市食肉センター条例施行規則（昭和３９年規則第５７号）は、廃止する。 

 

附 則 

この規則は、平成２８年２月１日から施行する。 
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規 則 第  ８９  号   

平成２７年１２月２８日   

 

熊本市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則 

 

熊本市個人情報保護条例施行規則（平成１４年規則第２号）の一部を次のように改

正する。 

 

 第３条第１号を次のように改める。 

 (1) 個人情報（特定個人情報を除く。以下この号において同じ。）の経常的な目的

外利用（個人情報を取り扱う事務の目的の範囲を超えて個人情報を利用すること

をいう。）及び個人情報の経常的な外部提供に関すること。 

 第４条第１項第４号中「再委託」を「実施機関の許諾を受けない再委託」に改める。 

第５条中「様式第１号）」の次に「又は特定個人情報開示請求書（様式第１号の２）」

を加え、同条第２号中「の別」の次に「（特定個人情報にあっては、請求者の本人又は

その法定代理人若しくは本人の委任による代理人（以下「任意代理人」という。）の別）」

を加え、同条第３号中「法定代理人」の次に「又は任意代理人」を加え、「続柄」を「関

係」に改める。 

第６条第１項中「第１９条第３項」を「条例第１９条第３項」に改め、同条第２項

中「法定代理人」を「条例第１３条第２項の規定に基づき開示請求をする者」に改め、

「次の各号」の次に「に掲げる区分に応じ、当該各号」を加え、同項各号を次のよう

に改める。 

(1) 法定代理人 次に掲げるもの 

 ア 当該法定代理人に係る前項各号に掲げる書類のいずれか 

 イ 戸籍の抄本その他の書類であって、当該法定代理人の資格を証明するもの 

(2) 任意代理人 次に掲げるもの 
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 ア 当該任意代理人に係る前項各号に掲げる書類のいずれか 

 イ 委任をした本人に係る前項各号に掲げる書類のいずれか 

 ウ 特定個人情報開示請求等委任状（様式第１号の３） 

第６条の次に次の２条を加える。 

 （任意代理人から開示請求等があった場合における本人の意思確認） 

第６条の２ 実施機関は、条例第１３条第２項（条例第２１条第２項及び第２４条第

２項において準用する場合を含む。）の規定に基づき任意代理人から開示請求、訂

正請求又は利用停止請求（以下「開示請求等」という。）があった場合には、本人

に対し、任意代理人による特定個人情報の開示請求等に関する通知書（様式第１号

の４）を送付するものとする。 

２ 本人は、前項に規定する通知書の送付を受けた場合において、当該開示請求等に

異議があるときは、実施機関が指定した期間内に限り、任意代理人による特定個人

情報の開示請求等に関する申立書（様式第１号の５）により申立てを行うことがで

きる。 

３ 実施機関は、第１項に規定する通知書の送付によっては本人の意思を確認するこ

とができないと認められる特別の事情があるときは、同項に規定する通知書の送付

によらず、電話その他適当な方法により本人の意思を確認することができる。 

 （開示請求等の却下） 

第６条の３ 実施機関は、開示請求等が次の各号のいずれかに該当するときは、個人

情報開示請求等却下通知書（様式第１号の６）により当該請求を却下するものとす

る。 

 (1) 開示請求等が不適法であり、かつ、開示請求等に係る書面の補正が不能である

とき。 

 (2) 条例第１４条第３項（条例第２２条第２項及び第２５条第２項において準用す

る場合を含む。以下この号において同じ。）の規定により開示請求書、訂正請求

書又は利用停止請求書の補正を求められた者が条例第１４条第３項の規定によ

り指定された期間内にその補正をしないとき。 

 (3) 前条第２項に規定する申立書の提出があったとき。 

第７条第１項中「第１８条第２項に規定する」を「第１８条第３項の規定による」

に改め、同条第２項中「第１８条第４項に規定する」を「第１８条第５項の規定によ
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る」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

（開示請求に係る事案移送通知書） 

第７条の２ 条例第１８条の２第１項の規定による通知は、事案移送通知書（様式第

７号の２）により行うものとする。 

  第９条中「様式第８号）」の次に「又は特定個人情報訂正請求書（様式第８号の２）」

を加え、同条第２号中「の別」の次に「（特定個人情報にあっては、請求者の本人又は

その法定代理人若しくは任意代理人の別）」を加え、同条第３号中「法定代理人」の次

に「又は任意代理人」を加え、「続柄」を「関係」に改める。 

  第１０条第１項中「に規定する」を「の規定による」に改め、同条の次に次の１条

を加える。 

 （訂正請求に係る事案移送通知書） 

第１０条の２ 条例第２３条の２第１項の規定による通知は、事案移送通知書（様式

第７号の２）により行うものとする。 

 第１１条中「様式第１４号）」の次に「又は特定個人情報利用停止請求書（様式第  

１４号の２）」を加え、同条第２号中「の別」の次に「（特定個人情報にあっては、請

求者の本人又はその法定代理人若しくは任意代理人の別）」を加え、同条第３号中「法

定代理人」の次に「又は任意代理人」を加え、「続柄」を「関係」に改める。 

様式第１号中「様式第１号」を「様式第１号（第５条関係）」に、「続柄」を「関係

（続柄等）」に改め、同様式の次に次の５様式を加える。
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 様式第２号中「様式第２号」を「様式第２号（第７条第１項第１号関係）」に、「同

条第２項」を「同条第３項」に、「又は法定代理人」を「、法定代理人又は任意代理人」

に改める。 

 様式第３号中「様式第３号」を「様式第３号（第７条第１項第２号関係）」に、「同

条第２項」を「同条第３項」に、「又は法定代理人」を「、法定代理人又は任意代理人」

に改める。 

 様式第４号中「様式第４号」を「様式第４号（第７条第１項第３号関係）」に、「同

条第２項」を「同条第３項」に改める。 

 様式第５号中「様式第５号」を「様式第５号（第７条第１項第４号関係）」に、「第

１８条第２項」を「第１８条第３項」に改める。 

様式第６号中「様式第６号」を「様式第６号（第７条第１項第５号関係）」に、「第

１８条第２項」を「第１８条第３項」に改める。 

様式第７号中「様式第７号」を「様式第７号（第７条第２項関係）」に、「第１８条

第４項」を「第１８条第５項」に改め、同様式の次に次の１様式を加える。
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 様式第８号中「様式第８号」を「様式第８号（第９条関係）」に、「続柄」を「関係

（続柄等）」に改め、同様式の次に次の１様式を加える。
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 様式第９号中「様式第９号」を「様式第９号（第１０条第１項第１号関係）」に改め

る。 

 様式第１０号中「様式第１０号」を「様式第１０号（第１０条第１項第２号関係）」

に改める。 

 様式第１１号中「様式第１１号」を「様式第１１号（第１０条第１項第３号関係）」

に改める。 

 様式第１２号中「様式第１２号」を「様式第１２号（第１０条第２項関係）」に改め

る。 

 様式第１３号中「様式第１３号」を「様式第１３号（第１０条第３項関係）」に改め

る。 

様式第１４号中「様式第１４号」を「様式第１４号（第１１条関係）」に、「利用停

止請求を請求します」を「利用停止を請求します」に、「続柄」を「関係（続柄等）」

に改め、同様式の次に次の１様式を加える。
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 様式第１５号中「様式第１５号」を「様式第１５号（第１２条第１項第１号関係）」

に改める。 

 様式第１６号中「様式第１６号」を「様式第１６号（第１２条第１項第２号関係）」

に改める。 

 様式第１７号中「様式第１７号」を「様式第１７号（第１２条第１項第３号関係）」

に改める。 

 様式第１８号中「様式第１８号」を「様式第１８号（第１２条第２項関係）」に改め

る。 

 

附 則 

１ この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日前において、この規則による改正前の熊本市個人情報保護条

例施行規則の規定に基づき作成された用紙は、当分の間、必要な調整をして使用す

ることができる。 
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規 則 第  ９０  号   

平成２７年１２月２８日   

 

熊本市身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則 

 

熊本市身体障害者福祉法施行細則（平成６年規則第６３号）の一部を次のように改

正する。 

 

 様式第１号中 

「 

氏 名   

                       」 

           を           

「 

氏 名   

個人番号  
                       」 

に改める。 

 様式第２号を次のように改める。
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 様式第９号中 

「 

ふりがな 
氏 名 

性別 

1 男 2 女

生年月日 
年   月   日 

」 

を 

「 

ふりがな 
氏 名 
個人番号 

性別 

1 男 2 女

生年月日 
年   月   日 

」 

に改める。 

 様式第１１号中 

「         「 

 

         」          」 

 

   附 則 

１ この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日前において、この規則による改正前の熊本市身体障害者福祉法施

行細則の規定に基づき作成された用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することが

できる。 

本

人 

ふりがな 
氏 名 

を 

本

人 
ふりがな
氏 名
個人番号

に改める。 

生年月日 生年月日

性 別 性 別

住 所 住 所

本 籍 本 籍

電話番号 電話番号

 様式第１３号中 「本人氏名」 を
「本人氏名 

に改める。 
個人番号」
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規 則 第  ９１  号   

平成２７年１２月２８日   

 

熊本市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規則を

公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規

則 

 

熊本市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則（平成２４年規則第  

１２２号）の一部を次のように改正する。 

 

 様式第１０号中 

「 

申請者（精神障

害者本人） 

フリガナ  生 年

月 日

明 大 昭 平 

年  月  日 氏名 印

住所 電話     （   ）     

」 

を 

「 

申請者（精神障

害者本人） 

フリガナ  生 年

月 日

明 大 昭 平 

年  月  日 氏名 印

住所 電話     （   ）     

個人番号     

」 

に、「社会保険事務所」を「年金事務所」に改める。 
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 様式第１１号中 

「氏名            印」を
「氏名            印 

個人番号            」
に改める。

 

   附 則 

１ この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日前において、この規則による改正前の熊本市精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律施行細則の規定に基づき作成された用紙は、当分の間、必要な調

整をして使用することができる。 
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規 則 第  ９２ 号   

平成２７年１２月２８日   

 

市税に関する文書の様式を定める規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   市税に関する文書の様式を定める規則の一部を改正する規則 

 

 市税に関する文書の様式を定める規則（平成６年規則第６号）の一部を次のように

改正する。 

 

 別表様式第５３号の２の項名称の欄中「新築住宅申請書」を「新築住宅申告書」に

改める。 

様式第２号を次のように改める。 
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様式第３１号（裏）中「事務所、」及び「事務所・」を「事務所（事業所）又は」に、「所

在地・名称」を「所在地、名称（屋号）及び電話番号」に改める。 

様式第４０号を次のように改める。 
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 様式第４４号中「法人番号」を「管理番号」に改め、「Ｈ２４８」を削り、「納税課収納

管理係」を「   課   班」に改める。 

様式第４５号を次のように改める。 
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 様式第４８号の２中 

「新名義人 住所                    

      氏名                  印 

      TEL                   

 

 旧名義人 住所                    

      氏名                       」 

             を              

「新名義人 住所                       

      氏名又は名称                印  

      生年月日          年   月   日  

      個人番号又は法人番号 

 
 
      電話番号                   

 

 旧名義人 住所                       

      氏名又は名称                印  」 

に改め、「、新氏名の住民票又は戸籍抄本」を削る。 

様式第４９号を次のように改める。 
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 様式第５３号及び様式第５３号の２を次のように改める。 
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 様式第５３号の２の２中「熊本市長宛」を「熊本市長（宛）」に、 

「  申 告 者(納税義務者) 

  住 所 

  氏 名                   印  

  電話番号                     」 

             を 

「申告者（納税義務者） 

住所                         

氏名又は名称                  印  

生年月日            年   月   日  

個人番号又は法人番号 

 

 

電話番号                       」 

に改める。 

様式第５３号の４を次のように改める。 
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様式第５３号の５中「熊 本 市 長 （宛）」を「熊本市長（宛）」に、 

「          申 告 者（納税義務者又は所有者） 

          住 所                

          氏 名            印   

          電話番号   (   )   ―    」 

               を 

「申告者（納税義務者） 

住所                         

氏名又は名称                  印  

生年月日            年   月   日  

個人番号又は法人番号 

 

 

電話番号                         」 

に、「３箇月」を「３月」に改める。 

様式第５３号の６を次のように改める。 
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 様式第５３号の７中 

「      申 告 者 住 所             

      (納税義務者) 氏 名          印」 

             を 

「申告者（納税義務者）                 

住所                         

氏名又は名称                  印  

生年月日            年   月   日  

個人番号又は法人番号 

 

 

電話番号                       」 

に、「３箇月」を「３月」に改める。 

様式第５７号を次のように改める。 
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 様式第７９号を次のように改める。 



平成 28 年 1 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1416 号 

- 1819 - 
 

 



平成 28 年 1 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1416 号 

- 1820 - 
 

 様式第８２号中「納税者番号」を「管理番号」に、 

「 

  年  月  日申請 

申
請
者 

住所又は所在地   
氏名又は名称 印  

応 答 者 氏 名 (TEL      ) 

」 

を 

「 

  年  月  日申請 

申
請
者 

住所又は所在地   
氏名又は名称 印  

応 答 者 氏 名  
電 話 番 号   

」 

に、「示す」を「示す。」に改める。 

 様式第８３号及び様式第８４号中「納税者番号」を「管理番号」に改める。 

 様式第８８号を次のように改める。 



平成 28 年 1 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1416 号 

- 1821 - 
 

 



平成 28 年 1 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1416 号 

- 1822 - 
 

様式第１０４号中 

「 

申

告

者 

住 所 又 は 
所 在 地   

（ふりがな） 
氏名又は名称                     印 

（ふりがな） 
代表者氏名 印 電話番号 ― 

」 

を 

「 

申

告

者 

住 所 又 は事務
所若しくは事
業所の所在地 

 

（ふりがな） 
氏名又は名称                     印 

個人番号又は 
法 人 番 号              

（ふりがな） 
代表者氏名 印 電話番号  

」 

に改める。 

 

   附 則 

１ この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日前において、この規則による改正前の市税に関する文書の様

式を定める規則の規定に基づき作成された用紙は、当分の間、必要な調整をして使

用することができるものとする。 
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規 則 第  ９３  号 

平成２７年１２月２８日   

 

熊本市住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の一部を改正する

規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の一部を改正

する規則 

 

 熊本市住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例施行規則（平成１６年規則

第３８号）の一部を次のように改正する。 

 

 第５条第５号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、」に改め、同号を同条第

６号とし、同条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、

第１号の次に次の１号を加える。 

 (2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カード 

 

   附 則 

 この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 
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規 則 第  ９４  号   

平成２７年１２月２８日   

 

熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平

成２７年条例第５８号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（定義） 

第２条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

 （公表の方法及び事項） 

第３条 条例第３条第４項に規定する規則で定める方法は、熊本市公報に掲載する方

法又はインターネットを利用して閲覧に供する方法のいずれかとする。 

２ 前項の規定による方法により公表する事項は、次に掲げる事項とする。 

 (1) 法第９条第２項の規定に基づき特定個人情報を利用する事務及び当該特定個

人情報 

 (2) 前号の事務を所掌する実施機関（熊本市個人情報保護条例（平成１３年条例第

４３号）第２条第２号に規定する実施機関をいう。）の名称 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

 （条例別表に規定する規則で定める事務及び情報） 

第４条 条例別表に規定する規則で定める事務及び同表に規定する規則で定める情報

は、別表の左欄に掲げる条例別表の事務の区分に応じ、それぞれ当該中欄及び右欄

に定めるところによる。 

 

   附 則 
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 この規則は、平成２８年１月１日から施行する。
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別表（第４条関係） 

条例別表の 

事務の区分 
事務 情報 

生活保護法（昭

和２５年法律第

１４４号）によ

る保護の決定及

び実施、就労自

立 給 付 金 の 支

給、保護に要す

る費用の返還又

は徴収金の徴収

に関する事務 

生活保護法第１９条第１項の保護の実施

に関する事務 

生活保護法第６条

第２項の要保護者

又は同条第１項の

被保護者であった

者に係る学校保健

安全法（昭和３３

年法律第５６号）

第２４条の援助の

実施に関する情報 

生活保護法第２４条第１項の保護の開始

又は同条第９項の保護の変更の申請に係

る事実についての審査に関する事務 

生活保護法第２５条第１項の職権による

保護の開始又は同条第２項の職権による

保護の変更に関する事務 

生活保護法第２６条の保護の停止又は廃

止に関する事務 

生活保護法第６３条の保護に要する費用

の返還に関する事務 

生活保護法第７７条第１項又は第７８条

第１項から第３項までの徴収金の徴収

（同法第７８条の２第１項又は第２項の

徴収金の徴収を含む。）に関する事務 

中国残留邦人等

の円滑な帰国の

促進並びに永住

帰国した中国残

留邦人等及び特

定配偶者の自立

の支援に関する

法律（平成６年

法律第３０号。

以下この表にお 

支援法第１４条第１項若しくは第３項の

支援給付若しくは支援法第１５条第１項

の配偶者支援金の支給の実施又は中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰

国後の自立の支援に関する法律の一部を

改正する法律（平成１９年法律第１２７

号。以下この表において「平成１９年改

正法」という。）附則第４条第１項の支援

給付の支給の実施に関する事務 

支援法第１４条第

１項若しくは第３

項の支援給付若し

くは支援法第１５

条第１項の配偶者

支援金の支給又は

平成１９年改正法

附則第４条第１項

の支援給付の支給

を必要とする状態支援法第１４条第４項（同法第１５条第
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いて「支援法」

という。）による

支援給付又は配

偶者支援金の支

給に関する事務 

３項及び平成１９年改正法附則第４条第

２項において準用する場合を含む。以下

同じ。）の規定によりその例によることと

される生活保護法第２４条第１項の開始

又は同条第９項の変更の申請に係る事実

についての審査に関する事務 

にある者又は受け

ていた者に係る学

校 保 健 安 全 法 第

２４条の援助の実

施に関する情報 

支援法第１４条第４項の規定によりその

例によることとされる生活保護法第２５

条第１項の職権による開始又は同条第２

項の職権による変更に関する事務 

支援法第１４条第４項の規定によりその

例によることとされる生活保護法第２６

条の保護の停止又は廃止に関する事務 

支援法第１４条第４項の規定によりその

例によることとされる生活保護法第６３

条の費用の返還に関する事務 

支援法第１４条第４項の規定によりその

例によることとされる生活保護法第７７

条第１項又は第７８条第１項から第３項

までの徴収金の徴収（同法第７８条の２

第１項又は第２項の徴収金の徴収を含

む。）に関する事務 
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  告   示   

告 示 第 ８ ０ １ 号   
平成２７年１２月１７日 

熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例（昭和６０年条例第３１号）第１２条及び第

１３条第２項及び第１６条第１項の規定に基づき、放置自転車を移動及び保管したので、同条例第１４

条第１項及び第１６条第２項の規定により、次のとおり告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   
１ 自転車が放置されていた場所、移動・保管した年月日、保管の場所及び期間 

(1) 自転車を移動保管した年月日及び放置されていた場所 

ア 平成２７年１１月１６日 銀座通りエリア，手取エリア，辛島エリア，西区春日三丁目熊本駅前，並木

坂エリア 

イ 平成２７年１１月１７日 銀座通りエリア 

ウ 平成２７年１１月１８日 新水前寺駅東高架下駐輪場，西区春日二丁目１２，西区上熊本二丁目１８，

中央区南熊本三丁目南熊本自転車駐車場 

エ 平成２７年１１月１９日 銀座通りエリア，手取エリア，上通りエリア，辛島エリア 

オ 平成２７年１１月２０日 中央区南熊本一丁目９ 

カ 平成２７年１１月２４日 銀座通りエリア，手取エリア，西区春日三丁目熊本駅前，中央区大江五丁目

１，東区月出二丁目４ 

キ 平成２７年１１月２５日 健軍ピアクレス，健軍駐輪場，健軍変電所前駐輪場，新水前寺駅西高架下駐

輪場，中央区桜町１－３市民会館，中央区水道町８，東区下南部三丁目４，

南区八分字町３４２０ 

ク 平成２７年１１月２６日 中央区新町一丁目７ 

ケ 平成２７年１１月２７日 銀座通りエリア，手取エリア，新市街エリア，辛島エリア，北区四方寄町１

３００ 

コ 平成２７年１１月３０日 銀座通りエリア，手取エリア，水道町エリア，西区上熊本二丁目１８，並木

坂エリア，北区植木町山本山本橋駐輪場 

サ 平成２７年１２月１日 銀座通りエリア，手取エリア，上通りエリア，新市街エリア，辛島エリア 

シ 平成２７年１２月２日 西区横手三丁目２１，西区野中一丁目４ 

ス 平成２７年１２月３日 銀座通りエリア，辛島エリア，中央区湖東一丁目１－６０市民病院，南区富

合町清藤４０５南区役所，並木坂エリア 

セ 平成２７年１２月４日 銀座通りエリア，手取エリア，新市街エリア，水道町エリア，中央区渡鹿八

丁目２２，南区田迎三丁目６，並木坂エリア 

ソ 平成２７年１２月７日 銀座通りエリア，手取エリア，新市街エリア，水道町エリア 

タ 平成２７年１２月８日 西区上熊本二丁目１８，西区上熊本三丁目２５ 

チ 平成２７年１２月９日 銀座通りエリア，上通りエリア，辛島エリア，北区八景水谷二丁目１－１ 

ツ 平成２７年１２月１０日 銀座通りエリア，新市街エリア，辛島エリア 

(2) 保管の場所 平成第２自転車保管所 

(3)  保管の期間 平成２８年３月１７日まで 

２ 移動・保管台数 

  自転車 １８０台 

３ 返還事務を行う曜日・時間 

  月曜日から土曜日まで 

  午前１０時から午後４時３０分まで 

  日曜日、祝祭日及び１２月２９日から翌年１月３日までは返還事務を行わない。 

４ 返還を受けるための必要事項 



平成 28 年 1 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1416 号 
 

- 1829 - 
 

自転車の返還を受けようとするときは、その住所及び氏名を証する書類、印鑑、自転車の鍵、返還 

通知書等当該自転車等の利用者又は所有者であることを証する書類及び移動保管料を市長に提示等

しなければならない。 

５ 連絡先（返還事務を行う場所） 

  平成第２自転車保管所（電話０９６－３７０－５６０６） 

  熊本市中央区平成二丁目２３５番（平成跨線橋下） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ８ ０ ２ 号   
平成２７年１２月１７日 

熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例（昭和６０年条例第３１号）第１２条及び第

１３条第２項及び第１６条第１項の規定に基づき、放置自転車を移動及び保管したので、同条例第１４

条第１項及び第１６条第２項の規定により、次のとおり告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   
１ 自転車が放置されていた場所、移動及び保管した年月日、保管の場所及び期間 

(1) 自転車を移動保管した年月日及び放置されていた場所 

ア 平成２７年１２月１１日 中央区南熊本三丁目南熊本駅前自転車駐車場 

(2) 保管の場所 平成自転車保管所 

(3)  保管の期間 平成２８年３月１７日まで 

２ 移動・保管台数 

  原動機付自転車 ２台 

３ 返還事務を行う曜日・時間 

  月曜日から土曜日まで 

  午前１０時から午後４時３０分まで 

  日曜日、祝祭日及び１２月２９日から翌年１月３日までは返還事務を行わない。 

４ 返還を受けるための必要事項 

自転車の返還を受けようとするときは、その住所及び氏名を証する書類、印鑑、自転車の鍵、返還

通知書等当該自転車等の利用者又は所有者であることを証する書類及び移動保管料を市長に提示等

しなければならない。 

５ 連絡先（返還事務を行う場所） 

  平成自転車保管所（電話０９６－３６４－３９１０） 

  熊本市中央区平成二丁目２３５番（平成跨線橋下） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ８ ０ ３ 号   
平成２７年１２月１７日 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４

６条第２項の規定に基づき、居宅介護・重度訪問介護を行う事業者の指定を廃止するので、同法第５

１条第２号の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 廃止する事業所の名称及び所在地 
 ケア２４熊本おひさま 
 熊本市南区孫代町２００番地１２ 

２ 廃止する事業者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 
合同会社サン・エムシー 
熊本市南区孫代町２００番地１２ 
和田 正則 

３ 廃止する事業の種類 
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  居宅介護・重度訪問介護 
４ 廃止年月日  

平成２７年１２月１６日 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ８ ０ ５ 号   
平成２７年１２月１８日 

市道の路線を次のように認定するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第９条の規定に基づ

き告示する。 

その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 路 線 名 
起      点 重要な

経過地終      点 

９－ 

１０７３ 

清水新地１丁目 

第２号線 

北区清水新地１丁目７０３番１５ 地先 

北区清水新地１丁目７０３番２０ 地先 

１２－ 

１１４１ 

京塚本町 

第３８号線 

東区京塚本町１７９１番３４ 地先 

東区京塚本町１７８２番４３ 地先 

１４－ 

３９６ 

重富 

第５５号線 

東区画図町大字重富９４７番４ 地先 

東区画図町大字重富９４７番１５ 地先 

１５－ 

７３３ 

御幸木部３丁目 

第５号線 

南区御幸木部３丁目１０９９番１ 地先 

南区御幸木部３丁目１０９７番６ 地先 

１６－ 

５８９ 

元三町１丁目 

第１号線 

南区元三町１丁目５９番１ 地先 

南区元三町１丁目５９番９ 地先 

１９－ 

１６１ 

上高橋１丁目 

第１号線 

西区上高橋１丁目２０９番１ 地先 

西区上高橋１丁目２０９番８ 地先 

２３－ 

９０４ 

長嶺東４丁目 

第５号線 

東区長嶺東４丁目１４２４番７ 地先 

東区長嶺東４丁目１４２４番４ 地先 

２３－ 

９０５ 

戸島西４丁目 

第１２号線 

東区戸島西４丁目３５５６番１ 地先 

東区戸島西４丁目３５５０番４ 地先 

２３－ 

９０６ 

長嶺東５丁目 

第９号線 

東区長嶺東５丁目８０２番２ 地先 

東区長嶺東５丁目８００番５ 地先 

１２－ 

１１３６ 

佐土原２丁目３丁目 

第１号線 

東区佐土原２丁目４１１番１ 地先 

東区佐土原３丁目４１４番１ 地先 

２９－ 

３０３９

塚原 

第７号線 

南区城南町塚原４２６番 地先 

南区城南町塚原３１６番 地先 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ８ ０ ６ 号   
平成２７年１２月１８日 

市道の路線を次のように廃止するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規

定に基づき告示する。 

その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   
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整理番号 路 線 名 
起点 重要な 

経過地 終点 

１２－ 

１１３６ 

佐土原２丁目３丁目 

第１号線 

東区佐土原２丁目４１１番１ 地先 
 

東区佐土原３丁目４１６番１ 地先 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ８ ０ ７ 号   
平成２７年１２月１８日 

市道の区域を次のように決定するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規

定に基づき告示する。 

その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。           

熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 路 線 名 
起点 

路面幅員（ｍ） 延長（ｍ） 
終点 

９－ 

１０７３ 

清水新地１丁目 

第２号線 

北区清水新地１丁目７０３番１５ 地先 
５．０～１５．０ ４１．０ 

北区清水新地１丁目７０３番２０ 地先 

１２－ 

１１４１ 

京塚本町 

第３８号線 

東区京塚本町１７９１番３４ 地先 
４．０～１０．５ ４８．９ 

東区京塚本町１７８２番４３ 地先 

１４－ 

３９６ 

重富 

第５５号線 

東区画図町大字重富９４７番４ 地先 
５．０～１０．０ ６０．１ 

東区画図町大字重富９４７番１５ 地先 

１５－ 

７３３ 

御幸木部３丁目 

第５号線 

南区御幸木部３丁目１０９９番１ 地先 
５．０～１０．０ ５３．１ 

南区御幸木部３丁目１０９７番６ 地先 

１６－ 

５８９ 

元三町１丁目 

第１号線 

南区元三町１丁目５９番１ 地先 
５．０～９．４ １０７．０ 

南区元三町１丁目５９番９ 地先 

１９－ 

１６１ 

上高橋１丁目 

第１号線 

西区上高橋１丁目２０９番１ 地先 
５．０～１０．０ ４０．９ 

西区上高橋１丁目２０９番８ 地先 

２３－ 

９０４ 

長嶺東４丁目 

第５号線 

東区長嶺東４丁目１４２４番７ 地先 
５．０～１０．０ ５８．４ 

東区長嶺東４丁目１４２４番４ 地先 

２３－ 

９０５ 

戸島西４丁目 

第１２号線 

東区戸島西４丁目３５５６番１ 地先 
５．０～９．３ ３５．４ 

東区戸島西４丁目３５５０番４ 地先 

２３－ 

９０６ 

長嶺東５丁目 

第９号線 

東区長嶺東５丁目８０２番２ 地先 
４．０～４．７ １９．４ 

東区長嶺東５丁目８００番５ 地先 

２９－ 

３０３９７ 

塚原 

第７号線 

南区城南町塚原４２６番 地先 
７．０～１１．０ ４２０．０ 

南区城南町塚原３１６番 地先 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ８ ０ ８ 号   
平成２７年１２月１８日 

市道の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規

定に基づき告示する。 

その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   
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整理番号 路 線 名 
起点 重要な 

経過地 終点 

９－ 

１０７３ 

清水新地１丁目 

第２号線 

北区清水新地１丁目７０３番１５ 地先 

北区清水新地１丁目７０３番２０ 地先 

１２－ 

１１４１ 

京塚本町 

第３８号線 

東区京塚本町１７９１番３４ 地先 

東区京塚本町１７８２番４３ 地先 

１４－ 

３９６ 

重富 

第５５号線 

東区画図町大字重富９４７番４ 地先 

東区画図町大字重富９４７番１５ 地先 

１５－ 

７３３ 

御幸木部３丁目 

第５号線 

南区御幸木部３丁目１０９９番１ 地先 

南区御幸木部３丁目１０９７番６ 地先 

１６－ 

５８９ 

元三町１丁目 

第１号線 

南区元三町１丁目５９番１ 地先 

南区元三町１丁目５９番９ 地先 

１９－ 

１６１ 

上高橋１丁目 

第１号線 

西区上高橋１丁目２０９番１ 地先 

西区上高橋１丁目２０９番８ 地先 

２３－ 

９０４ 

長嶺東４丁目 

第５号線 

東区長嶺東４丁目１４２４番７ 地先 

東区長嶺東４丁目１４２４番４ 地先 

２３－ 

９０５ 

戸島西４丁目 

第１２号線 

東区戸島西４丁目３５５６番１ 地先 

東区戸島西４丁目３５５０番４ 地先 

２３－ 

９０６ 

長嶺東５丁目 

第９号線 

東区長嶺東５丁目８０２番２ 地先 

東区長嶺東５丁目８００番５ 地先 

供用開始の期日 
平成２７年１２月１８日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ８ １ ０ 号   
平成２７年１２月２１日 

熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例（昭和６０年条例第３１号）第１２条及び第

１３条第２項及び第１６条第１項の規定に基づいて移動及び保管した自転車を、同条例第１４条第２

項及び第１６条第２項並びに同条例施行規則（昭和６１年規則第７号）第１８条の規定に基づき売却

等を行うので、同条例施行規則第１７条に基づき次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 売却又は廃棄の対象となる自転車の種別、形式、色その他自転車等を特定する事項 
別表のとおり（登載省略） 

２ 売却又は廃棄の年月日 
平成２７年１２月２１日 

３ 売却又は廃棄の台数 

自転車 １３３台 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ８ １ １ 号   
平成２７年１２月２２日 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により、

介護扶助及び介護支援給付のための介護を担当する機関を指定したので、生活保護法第５５条の２第

１号の規定により告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   
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介護機関名称・所在地・開設者氏名 事業の種類 指定年月日 

田嶋外科内科医院 

訪問看護・介護予防訪問看護 
平成２７年 

１２月１０日 
熊本市西区田崎二丁目２番４８号 

医療法人 田嶋会 理事長 田嶋 哲 

そうごう薬局 北帯山店 
居宅療養管理指導・介護予防居

宅療養管理指導 

平成２７年 

１２月１４日 
熊本市中央区帯山４－１８－２０ 

総合メディカル株式会社 代表取締役 田代 五男 

訪問看護ステーション湧水の郷 

訪問看護・介護予防訪問看護 
平成２７年 

１１月１８日 
熊本市東区江津三丁目７番２９号 

株式会社 こころ 代表取締役 萩野 公一 

訪問介護スリーキャット・メンバーズ 

訪問介護・介護予防訪問介護 
平成２７年 

１２月１日 
熊本市中央区京町一丁目１－１２ 

株式会社 フォーサイト 代表取締役 竹田 多嘉子 

ヘルパーステーションゆめ咲 

訪問介護・介護予防訪問介護 
平成２７年 

１２月１日 
熊本市中央区大江三丁目１－４３－３０３ 大江浜坂ビル 

合同会社 アイ・エス・ケア 代表社員 山下 法子 

デイサービス倶楽部 ひとやすみ 

通所介護・介護予防通所介護 
平成２７年 

１２月１１日 

熊本市北区植木町田底３３３ 

株式会社 Ｙ・Ｉ・Ｋプランニング２４ 

代表取締役 泉 裕司 

Ｌｅｔ＇ｓ リハ！ ｉｎ ｔｈｅ ｍａｌｌ サンピアン店  

通所介護・介護予防通所介護 
平成２７年 

１２月１日 

熊本市東区上南部二丁目２－２ 

ゆめタウン サンピアン３階 

株式会社 桜十字 代表取締役 梶 正登 

デイサービスセンター ゆほびか 

通所介護・介護予防通所介護 
平成２７年 

１２月１０日 
熊本市中央区国府一丁目３－１０ 

株式会社 創生 代表取締役 岩本 浩治 

ヘルパーステーション ゆほびか 

訪問介護・介護予防訪問介護 
平成２７年 

１２月１０日 
熊本市中央区国府一丁目３－１０ 

株式会社 創生 代表取締役 岩本 浩治 

うみかぜケアステーション 

居宅介護支援 
平成２７年 

１１月２日 
熊本市南区銭塘町１３４２ 

合同会社 健康の友社 代表社員 白石 純 

居宅介護支援事業所 ふりーだむ 

居宅介護支援 
平成２７年 

１０月２０日 
熊本市西区田崎一丁目５－１４６ 

株式会社 ＦＲＥＥＤＯＭ 代表取締役 北内 浩隆 

ケアプランセンター如庵 

居宅介護支援 
平成２７年 

１２月１日 
熊本市西区田崎三丁目２－４２ コーポ田崎１０７号 

医療法人 インジェックス 理事長 城本 和明 

ＪＲ九州ドラッグイレブン薬局薬園店 

居宅療養管理指導・介護予防居

宅療養管理指導 

平成２６年 

９月１６日 

熊本市中央区薬園町４番５号 

ＪＲ九州ドラッグイレブン株式会社 

代表取締役 松下 琢磨 
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アイン薬局 富合店 

居宅療養管理指導・介護予防居

宅療養管理指導 

平成２７年 

１１月１日 

熊本市南区富合町古閑９５９－１ 

株式会社アインファーマーシー 

代表取締役社長 大石 美也 

アイン薬局 熊本中央店 

居宅療養管理指導・介護予防居

宅療養管理指導 

平成２７年 

１１月１日 

熊本市南区田井島一丁目１１番２２号 

株式会社アインファーマーシー 

代表取締役社長 大石 美也 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ８ １ ２ 号   
平成２７年１２月２２日 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項の規定により次の指定介護機関から

変更の届出があったので、同法第５５条の２第２号の規定により告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   
介護機関名称・所在地・開設者氏名 変更年月日 変更事由 

ケアプランセンター蓮 

平成２７年６月１日 所在地変更 熊本市中央区帯山七丁目７番３６号 

営利法人 東央株式会社 代表 黒田 亮 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ８ １ ３ 号   
平成２７年１２月２２日 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項の規定により次の指定介護機関から

廃止の届出があったので、同法第５５条の２第２号の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

介護機関名称・所在地・開設者氏名 廃止年月日 備考 

アースサポート熊本 

平成２７年１２月３１日 
居宅介護支援事業のみ廃止 

※他事業は継続 

熊本市中央区白山二丁目１番１号 

アースサポート株式会社 

代表取締役 森山 典明 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ８ １ ４ 号   
平成２７年１２月２２日 

屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第２項の規定に基づき保管した広告物又は掲出

物件について、次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

撤去日 名称又は種類 数量 撤去場所 保管開始日 その他 

１２月１日 立看板等 ３ 東町・榎町 １２月２日  

１２月３日 はり札等 ７ 田井島・良町・御幸木部 １２月４日  

１２月４日 はり札等 １０ 清水新地 １２月５日  

１２月８日 はり札等 ３ 下南部 １２月９日  

１２月１１日 はり札等 １ 城山半田１ １２月１２日  

１２月１４日 はり札等 ４ 南熊本・大江・水前寺 １２月１５日  

１２月１５日 はり札等 ７ 下南部・楠・楡木・龍田・画図町 １２月１６日 . 

１２月１８日 立看板等 ７ 榎町・尾ノ上・清水新地 １２月１９日  
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ８ １ ６ 号   
平成２７年１２月２４日 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定及び同法第５３条第１項本文の

指定をしたので、同法第７８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２並

びに同法第１１５条の１０及び同法施行規則第１４０条の２３の規定により告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ８ １ ７ 号   
平成２７年１２月２４日 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により指定居宅介護支援事業者を次

のとおり指定したので、同法第８５条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３３条

の２の規定により告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ８ １ ８ 号   
平成２７年１２月２４日 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により指定居宅介護支援事業者を次

のとおり指定したので、同法第８５条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３３条

の２の規定により告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   
 
 
 
 
 

保管場所 熊本市花畑別館 （熊本市中央区花畑町３－１） 

介護保険事

業所番号 
事業所の名称及び所在地 

申請者及び主たる事務所の所在地並

びに代表者の氏名 
指定年月日 

サービスの

種類 

４３７０１

１１７４４ 

有限会社ベストライフ福祉用具サ

ービス 

熊本市西区春日七丁目１６番１２

号 

有限会社ベストライフ 

山口県下関市豊浦町大字吉永字越藤 

１６５番１ 

代表取締役 山内 純一 

平成２８年

１月１日 

福祉用具貸

与 

介護予防福

祉用具貸与 

４３７０１

１１７４４ 

有限会社ベストライフ福祉用具サ

ービス 

熊本市西区春日七丁目１６番１２

号 

有限会社ベストライフ 

山口県下関市豊浦町大字吉永字越藤 

１６５番１ 

代表取締役 山内 純一 

平成２８年

１月１日 

特定福祉用

具販売 

特定介護予

防福祉用具

販売 

介護保険事

業所番号 
事業所の名称及び所在地 

申請者及び主たる事務所の所在地並

びに代表者の氏名 
指定年月日 

サービスの種

類 

４３７０１

１１７２８ 

居宅介護支援事業所 むろはら 

熊本市中央区国府一丁目１１番９

号 室原内科・小児科内 

医療法人室原会 

熊本市中央区国府一丁目１１番９号 

理事長 室原 良治 

平成２８年

１月１日 
居宅介護支援 
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ８ １ ９ 号   
平成２７年１２月２４日 

熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例（平成１９年条例第１８号）第１４条の規定

により、次の放置自転車を市が移動し保管したので告示する。 
この自転車の所有者等は、至急市に連絡の上、引取り手続きをすること。 
引取り手続きがない場合は、条例の規定に基づき処分等を行い、これに要した費用を請求する。 

熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ８ ２ ４ 号   
平成２７年１２月２８日 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定及び地域における医療及び介護

の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号。以下「整

備法」という。）附則第１１条又は第１４条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた

整備法第５条の規定（整備法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改正前の同法第５

３条第１項本文の指定をしたので、同法第７８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）

第１３１条の２並びに同法第１１５条の１０及び同法施行規則第１４０条の２３の規定により告示す

る。 

熊本市長  大 西 一 史   

 

介護保険事業

所番号 
事業所の名称及び所在地 

申請者及び主たる事務所の所在地並び

に代表者の氏名 
指定年月日 

サービスの

種類 

４３７０１１

１７３６ 

ユーアイ尾ノ上居宅介護支援事

業所 

熊本市東区尾ノ上二丁目２１番

２５号 

ユウベル株式会社 

熊本市東区尾ノ上二丁目２１番１０号 

代表取締役 上田 利道 

平成２８年

１月１日 

居宅介護支

援 

１ 放置場所 熊本市中央区神水本町１８－２地先 水前寺江津湖公園（神水駐車場） 

２ 放置自転車の形状等 

メーカー車名 塗色 防犯登録番号 

PANTONE UNIVERSE 

１５－４７２２ 

水色 L１２７４６ 

熊本県警察 

３ 移動・保管日時 平成２７年１２月２４日１０時頃 

４ 保管場所 熊本市東区佐土原三丁目１番６５号（熊本市東部土木センター） 

５ 保管期間 平成２７年１２月２４日から平成２８年１月７日まで 

６ 返還事務時間 ９時から１７時まで（平成２７年１２月２９日から平成２８年１月３日を除く） 

７ 返還に係る必要書類 住所及び氏名を証する書類、返還通知書等当該自転車の利用者等であることを証する書類 

８ 連絡先 
熊本市都市建設局 東部土木センター総務課 占用班 

熊本市東区東町三丁目４－１ 電話番号 ０９６－３６７－７３６０（直通） 

介護保険事

業所番号 
事業所の名称及び所在地 

申請者及び主たる事務所の所在地

並びに代表者の氏名 
指定年月日 

サービスの

種類 

４３７０１

１１７５１ 

株式会社愛仁福祉会 ヘルパーステ

ーション きらく 

熊本市中央区渡鹿一丁目１３－５

サンリッチ１１－１０１ 

株式会社 愛仁福祉会 

熊本市中央区琴平本町１２－３６ 

代表取締役 宮崎 鉄也 

平成２８年

１月１日 
訪問介護 
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ８ ２ ５ 号   
平成２７年１２月２８日 

市税督促状の送達を受けるべき者の住所又は居所が不明のため、当該書類を送達することができな

いので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び熊本市税条例（昭和２５年告示第

８９号）第１３条の規定に基づき告示する。 
なお、督促状は熊本市財政局納税課で保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付する。 

熊本市長  大 西 一 史   
１ 督促状送達の効力の発生日 

この掲示を始めた日から起算して７日を経過した日 
２ 督促状の送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 

(1) 市県民税（普通徴収） 
２４０件 

(2) 固定資産税 
  １件 
(3) 市県民税（特別徴収） 

１１件 
(4) 法人市民税 

   １件 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ８ ２ ６ 号   
平成２７年１２月２８日 

市道の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規

定に基づき告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   

整理 

番号 
路 線 名 

道 路 の 区 域 

区  間 
旧新 

の別 
敷地の幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

５０５８ 

昭和町 

山ノ神１丁目 

第１号線 

東区東町２丁目２番１２地先から 

東区山ノ神１丁目３３２１番４地先まで 
旧 ９．２～１１．６ ５２０．０ 

東区東町２丁目２番１２地先から 

東区山ノ神１丁目３３２１番４地先まで 
新 １０．８～１２．６ ５２０．０ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ８ ２ ７ 号   
平成２７年１２月２８日 

市道の供用を開始するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき

告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   
 

４３７０１

１１７５１ 

株式会社愛仁福祉会 ヘルパーステ

ーション きらく 

熊本市中央区渡鹿一丁目１３－５

サンリッチ１１－１０１ 

株式会社 愛仁福祉会 

熊本市中央区琴平本町１２－３６ 

代表取締役 宮崎 鉄也 

平成２８年

１月１日 

介護予防訪

問介護 
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整理番号 路 線 名 
道 路 の 区 域 

供用開始の期日 
区  間 

５０５８ 

昭和町 

山ノ神１丁目 

第１号線 

東区東町２丁目２番１２地先から 

東区山ノ神１丁目３３２１番４地先まで 
平成２７年１２月２８日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ８ ２ ８ 号   
平成２７年１２月２８日 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５

４条第２項の指定自立支援医療機関（精神通院医療）を次のとおり指定したので、同法第６９条第１

項の規定に基づき告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

№ 医療機関の名称 医療機関の所在地 指定期間 

１ 水前寺公園薬局 熊本市中央区水前寺公園５－３８ 平成２８年１月１日 ～ 平成３３年１２月３１日 

２ 朝日ごふく薬局 熊本市中央区呉服町１－４６ 平成２８年１月１日 ～ 平成３３年１２月３１日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  公   告   

公 告 第 ８ ３ ５ 号   
平成２７年１２月２１日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

熊本市長  大 西 一 史 

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

熊本市東区保田窪四丁目７２８番２、７２８番６、７２８番８、７２８番９、７２８番１０、７ 

２８番１１  

  ２，４５０．５８平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  熊本市中央区平成三丁目１６番２７号 

  株式会社 九建ホーム 

   代表取締役 福嶋 正夫 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ８ ３ ６ 号   
平成２７年１２月２１日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史 

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市西区城山半田三丁目１２３３番２ 
２５４．３６平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  登載省略 
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公 告 第 ８ ３ ７ 号   
平成２７年１２月２１日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史 

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市南区野口三丁目９６３番１ 
３３９．７９平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ８ ３ ８ 号   
平成２７年１２月２１日   

熊本市職員（医師）採用選考試験の実施について、次のとおり公告する。 

熊本市長  大 西 一 史 

１ 熊本市職員（医師）採用選考試験案内 

  別添のとおり（登載省略） 

２ 担当部局 

  熊本市総務局人事課 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ８ ３ ９ 号   
平成２７年１２月２２日   

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２項の規定による変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、

当該届出を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗の設置者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につ

いて意見を有する者は、平成２８年４月２２日までに、市長に対し、意見書を提出することができる。 

熊本市長  大 西 一 史 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  エディオンサンリブシティくまなん店 

  熊本市中央区平成三丁目２１６番地 外 

２ 変更しようとする事項の概要 

 (1) 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 
① 駐車場の位置及び収容台数 

（変更前） 

駐車場Ｎｏ． 収容台数 位 置 

駐車場Ｎｏ．１ ２４４台 建物敷地内 

駐車場Ｎｏ．２ ７９台 建物敷地内 

駐車場Ｎｏ．３ ８１台 建物敷地内 

駐車場Ｎｏ．４ ８１台 建物敷地内 

駐車場Ｎｏ．５ ８８台 建物敷地内 

合 計 ５７３台  

（変更後） 

駐車場Ｎｏ． 収容台数 位 置 

駐車場Ｎｏ．１ ２５１台 建物敷地内 
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駐車場Ｎｏ．２ ８４台 建物敷地内 

駐車場Ｎｏ．３ ８１台 建物敷地内 

駐車場Ｎｏ．４ ８１台 建物敷地内 

合 計 ４９７台  

３ 変更する年月日 

平成２８年８月１６日 

４ 変更する理由 

  利用の無い来客用駐車場を従業員駐車場として利用するため 

５ 届出年月日 

平成２７年１２月１５日 

６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

熊本市農水商工局商工振興課、熊本市中央区役所総務企画課及び熊本県商工観光労働部商工労

働局商工振興金融課 

(2) 縦覧期間 

平成２７年１２月２２日から平成２８年４月２２日まで 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ８ ４ ０ 号   
平成２７年１２月２２日   

次のとおり差押財産の公売を実施するので、国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第９５条及

び同法第９９条の規定により公告する。 

熊本市長  大 西 一 史 

１ 公売財産の種類 動産 

２ 公売物件の品名、見積価額及び公売保証金 

売却区分番号 品名 見積価額 公売保証金 

１ ボッテガヴェネタ ダッフルボストンバック   １４０，０００円 ０円 

２ チュードル レンジャー 自動巻 腕時計  ３８，４００円 ０円 

  全て代金納付時の現況有姿による 

３ 公売方法 せり売り 

４ 公売参加申込期間  

平成２８年２月１６日（火）１３時から平成２８年２月２６日（金）２３時まで 

５ せり売り期間 平成２８年３月４日（金）１３時から平成２８年３月６日（日）２３時まで 

６ 公売場所 ヤフー株式会社が提供する公売に関するインターネットオークションシステム上 

７ 売却決定日時及び場所 

 (1) 日時 平成２８年３月７日（月）１０時 

 (2) 場所 熊本市役所 納税課 

８ 買受代金の納付期限 平成２８年３月１４日（月）１４時３０分 

 （ただし、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１９条の７第１項ただし書その外の法律の規

定に基づき滞納処分の続行の停止があった場合を除く） 

９ 買受人についての資格その外の要件  

国税徴収法第９２条及び同法第１０８条第１項該当者は買受人となることができない。 

１０ その他の公売要件 

(1) この公売公告に違反した者、国税徴収法第９２条の規定に該当する者又は同法第１０８条第 

１項の規定に該当する者は、公売財産を買い受けること及びせり売りに参加することはできな 

い。 
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(2) 公売財産のせり売りにかかる買受の申し込みをしようとする者（以下、「入札者等」という。） 

は、公売参加申込期間に所定の公売参加申込手続が必要である。また、公売保証金を必要とす 

る公売財産については、入札前に公売保証金を納付すること。 

(3) 公売保証金が３０万円以下の納付は、入札者等（入札者等が法人の場合は当該法人代表者） 

名義のクレジットカード（アメリカンエクスプレスカード及びその他一部のカードを除く）で 

納付できるが、当該売却区分の公売保証金以上の利用可能な売上与信枠があることが必要であ

る。 

(4) 公売保証金の納付は指定する口座への振込、現金書留による送付（公売保証金が５０万円以 

下の場合に限る）、郵便為替（発行の日から起算し、１７５日を経過していないもの）の送付、

又は現金（熊本手形交換所管内の銀行が振り出した小切手を含む。但し振出の日から起算して８

日を経過していないもの）に限る。また、買受人が買受代金を納付しない場合、公売保証金は返

還しない。 

(5) せり売りにかかる買受の申込は、せり売りの期間中であれば何度でもできる。一度行ったせ

り売りにかかる買受の申込は、変更又は取り消しはできない。 

(6) 見積価額以上の入札者のうち、 高価額で入札した者を 高価申込者と決定し売却決定を行

う。なお、 高価申込者決定時においてはＹＡＨＯＯ！ＪＡＰＡＮ ＩＤを 高価申込者氏名と

みなす。 

(7) 買受代金納付の前に、公売財産にかかる市税の完納の事実が証明されたとき、又は買受代金  

納付後であっても、取り消すべき重大な事由があるときは売却決定を取り消す。 

(8) 公売財産の取得時期は、買受代金の納付があったときである。なお、許可及び承認を必要と

する財産はそれを得たときになる。また、引渡しを行う財産の引渡しは、買受代金納付時点の現

況有姿により行う。 

(9) 熊本市は公売財産について瑕疵担保責任を負わない。 

(10) 公売財産が滞納者等に保管されているときは、熊本市が買受人に交付する売却決定通知書を 

提示し、保管人から財産を受け取ること。この場合、上記売却決定通知書の交付により、熊本 

市から買受人に対して公売財産の引渡しは完了したことになる。なお、代金納付後、直ちに公 

売財産を引き上げない場合は、保管人より保管料の支払を求められることがある。また、執行 

機関が公売財産を占有している場合、代金納付後直ちに公売財産を引き上げない場合は、「保 

管依頼書」の提出が必要である。 

(11) 買受人が自ら行う財産（電話加入権など）の場合は、売却決定後、速やかに登録等の手続を 

すること。 

(12) その他、本件公売は国税徴収法の規定に基づく制限がある。 

(13) 公売公告の内容は、熊本市役所２階財政局納税課（９番窓口）で閲覧することができる。 

(14) ヤフー株式会社が提供するインターネット公売システム等の不具合等により公売を中止す 

ることがある。 

(15) 入札者等が自己に関わる情報等が第三者に知られ若しくは不正に使用される等により損害

を受けた場合、執行機関は何ら補償しない。 

(16) 公売参加申込期間及びせり売り期間には、ヤフー株式会社が提供するインターネット公売シ 

ステムのシステムメンテナンス等の期間を除く。 

(17) この公売財産の換価代金について配当を受けることができる質権､抵当権､先取特権､留置権 

等の権利を有する者は､売却決定する日の前日までに債権現在額申立書により､その内容を熊本

市役所納税課まで申し出ること。 
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公 告 第 ８ ４ ３ 号   
平成２７年１２月２４日   

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第５９条第１項の規定に基づき仮認定したので，

同法第６２条及び同法第４９条第２項の規定により次のとおり公示する。 

熊本市長  大 西 一 史 

１ 公告事項 

(1) 仮認定する特定非営利活動法人の名称 

ＮＰＯ法人 消費者支援ネットくまもと 

(2) 代表者の氏名 

青山 定聖 

(3) 主たる事務所の所在地 

熊本市中央区桜町２番１７号 第二甲斐田ビル７階 

(4) その他の事務所の所在地 

   なし 

(5) 仮認定の有効期間  

平成２７年１２月２４日から平成３０年１２月２３日まで 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ８ ４ ５ 号   
平成２７年１２月２５日   

農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１２条第１項の規定により平成２

７年１２月２日付け熊本市公告第８００号で公告した農業振興地域整備計画を同法第１３条第１項の

規定により変更するので、同法第１３条第４項において準用する同法第１１条第１項の規定により公

告し、当該農業振興地域整備計画を変更する理由を添えて、当該農業振興地域整備計画案を次により

縦覧に供する。 

 同法第１３条第４項の規定において準用する同法第１１条第２項の規定により、熊本市の住民は、

当該農業振興地域整備計画の案に対し、次により意見を提出することができる。 

 なお、同法第１３条第４項の規定において準用する同法第１２条第１項の規定により、農業振興地

域整備計画決定の公告に併せ、当該意見の要旨及び処理の結果について公告する。 

 また、同法第１３条第４項において準用する同法第１１条第３項の規定により、当該農業振興地域

整備計画案のうち農用地利用計画の案に係る農用地区域内にある土地の所有者、その他その土地に関

し権利を有する者は、当該農用地利用計画の案に対して異義があるときは、平成２８年１月２５日の

翌日から起算して、１５日以内に市にこれを申し出ることができる。 

熊本市長  大 西 一 史 

１ 農業振興地域整備計画（案）縦覧期間 

平成２７年１２月２６日から平成２８年１月２５日まで 

２ 農業振興地域整備計画（案）縦覧場所 

熊本市農水商工局農業政策課 

  熊本市中央区役所総務企画課 

  熊本市東区役所農業振興課 

  熊本市西区役所農業振興課 

  熊本市南区役所農業振興課 

  熊本市北区役所農業振興課 

３ 意見の提出について 

(1) 意見書の提出先  農業振興地域整備計画の案の縦覧場所 

(2) 意見書の提出方法 文書により提出すること 

(3) 意見書の提出期限 平成２８年１月２５日 
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４ 異議申出について 

(1) 異議申出の申出先 農業振興地域整備計画の案の縦覧場所 

(2) 異議申出の方法 文書により提出すること 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ８ ４ ６ 号   
平成２７年１２月２５日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史 

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市東区小山三丁目５６６番１、５６７番１、５６７番３、５６７番４ 
１，４２０．１２平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ８ ４ ７ 号   
平成２７年１２月２５日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
 熊本市長  大 西 一 史 

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市東区小山町１６４９番１、１６４９番３ 
２，１１９．４１平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
熊本市東区長嶺南八丁目８番５５号 
株式会社 アネシス 

代表取締役 加藤 龍也 

熊本市東区長嶺南八丁目１１番４０号 

三智開発株式会社 

代表取締役 原 美保 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ８ ４ ８ 号   
平成２７年１２月２５日   

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条の５第２項の規定に基づき、一団地認定を取消

したので、同法第８６の５条第４項の規定により、次のとおり公告する。 

熊本市長  大 西 一 史 

１ 申請人           

住所 熊本市東区東町四丁目５－７ 

  氏名 九州農政局土地改良技術事務所長 本間新哉 

２ 認定の取消し区域      

地名地番 熊本市東区新南部六丁目９３－１、９３－２ 

  敷地面積 ２５８０．６５㎡ 

３ 一団地認定年月日    

昭和４９年９月２０日 

４ 一団地認定取消年月日番号  

平成２７年１２月２２日 指令（建指）第１号 
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公 告 第 ８ ５ ４ 号   
平成２７年１２月２８日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史 

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市南区城南町千町字蓍町２０２２番２及び市道の一部 
１，４９７．２７平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市北区鶴羽田一丁目１５番６号 

ランドハウジング 株式会社 

代表取締役 有髙 明美 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  中 央 区   

中 央 区 告 示 第 ２ ２ 号   
平成２７年１２月２５日   

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２７年１２月１７日に職権

により消除したので、同条第４項の規定により告示する。 

熊本市中央区長  萱 野 晃  

 以下、登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

中 央 区 告 示 第 ２ ３ 号   
平成２７年１２月２５日   

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２７年１２月１８日に職権

により消除したので、同条第４項の規定により告示する。 

熊本市中央区長  萱 野 晃  

 以下、登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  東   区   

東 区 告 示 第 １ ２ 号   
平成２７年１２月２８日   

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２７年１２月１８日に職権

により消除したので、同条第４項の規定により告示する。                              

熊本市東区長  中 原 裕 治 
以下、登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 上 下 水 道 局  

上下水道局告示第８０号   
平成２７年１２月１７日   

熊本市排水設備指定工事店から熊本市下水道条例施行規程（平成２１年上下水道局規程第３６号）第
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１３条第２項第４号の規定による届出があったので、同規程第２２条第４号の規定により次のとおり告

示する。 

熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

指定番号 所在地・商号・代表者名 
異動年月日 

異動事由 

第４９２号 

菊池市泗水町吉富１０３番地６６ 

正佑工業 

代表者 岡﨑 正樹 

平成２７年１１月２０日 

営業所の移転 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

上下水道局公告第５４号   
平成２７年１２月１７日   

都市計画事業の事業計画の変更認可に伴い、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第

２項において準用する同法第６２条第１項の規定による熊本県知事の告示があったので、同法第６６

条及び都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令第４９号）第５２条の規定により、次のとおり公告

する。 

熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

１ 都市計画事業の種類及び名称 

  熊本都市計画下水道事業 熊本公共下水道 

２ 施行者の名称 

  熊本市 

３ 事務所の所在地 

  熊本市中央区水前寺六丁目２番４５号 

４ 事業地の所在 

(1) 収用の部分 

平成２６年４月８日熊本県告示第３８５号の事業地に西区上代十丁目を加える。 

(2) 使用の部分 

変更なし 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

上下水道局公告第５５号   
平成２７年１２月１７日   

都市計画事業の事業計画の変更認可に伴い、熊本県知事から関係図書の写しの送付を受けたので、

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項において準用する同法第６２条第２項及び

都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令第４９号）第４９条の規定により、次のとおりこれを公衆

の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公告する。 

熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

１ 縦覧に供するもの 

熊本都市計画下水道事業熊本公共下水道の事業計画の変更認可に係る次の関係図書の写し 

(1) 事業地を表示する図面 

(2) 設計の概要を表示する図書 

２ 縦覧場所 

熊本市中央区水前寺六丁目２番４５号 

熊本市上下水道局計画調整課 

３ 縦覧期間の末日 

  平成３１年３月３１日 
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 教 育 委 員 会  

教 委 規 則 第 １ ０ 号   
平成２７年１２月２５日   

熊本市就学援助規則を公布する。 

熊本市教育委員会 教育長  岡 昭 二   

 （目的） 

第１条 この規則は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１９条の規定に基づき、経済的理由

によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し、就学に必要な援助（以下「就学援助」と

いう。）を行い、保護者の経済的負担の軽減を図ることにより、もって教育の機会均等に寄与し、

義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (1) 熊本市立小中学校 熊本市の設置する小学校又は中学校をいう。 

 (2) 国立小中学校 国（同法第２条第１項に規定する国をいう。）の設置する小学校又は中学校で

あって、本市の区域内に所在するものをいう。 

 (3) 熊本県立中学校等 熊本県の設置する中学校又は中等教育学校の前期課程をいう。 

 (4) 児童生徒 同法第１８条に規定する学齢児童及び学齢生徒のうち、熊本市立小中学校、国立小

中学校又は熊本県立中学校等に在学する者をいう。 

 （対象者） 

第３条 教育委員会（以下「委員会」という。）は、児童生徒の保護者であって本市に住所を有する

者のうち、次の各号のいずれかに該当する者に対し、就学援助を行うものとする。 

(1) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要保護者（以下「要保護者」

という。） 

(2) 前号に規定する要保護者に準じる程度に経済的に困窮しており、前年度又は当該年度において

次のいずれかに該当する者 

ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止の決定を受けた者 

イ 地方税法（昭和２５年法律第２６６号）第２９５条第１項に基づく市町村民税が課されない

者、同法第３２３条に基づく市町村民税の減免、同法第７２条の６２に基づく個人の事業税の

減免又は同法第３６７条に基づく固定資産税の減免の決定を受けた者 

ウ 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）第９０条に基づく国民 年金保険料の全額免除、

同法第９０条の２第１項に基づく国民年金保険料の４分の３免除又は同法第９０条の２第２項

に基づく国民年金保険料の半額免除の決定を受けた者 

エ 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７７条に基づく 保険料の減免又は徴収の

猶予の決定を受けた者 

オ 児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第４条に基づく児童扶養手当の支給の決定を

受けた者 

カ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２条に基づく生活福祉 資金の貸付を受けた者 

(3) 前２号に定めるもののほか、就学援助が必要であると委員会が認めた者 

２ 前項の規定にかかわらず、本市に住所を有しない保護者であって、その児童生徒が熊本市立小中

学校又は国立小中学校に在学しており、かつ、当該保護者が前項各号のいずれかに該当する場合は、

委員会は、その住所の所在する市町村の教育委員会との協議の上、就学援助を行うことができる。 

 （就学援助の種類） 

第４条 就学援助の種類は、教育長が別に定める。 

 （支給の調整） 

第５条 保護者のうち、生活保護法第１３条の規定により教育扶助を受けている者に対しては、当該
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教育扶助を受けている部分に相当する就学援助は、行わない。 

（申請） 

第６条 就学援助を受けようとする保護者（以下「申請者」という。）は、毎年度、就学援助申請書

（以下「申請書」という。）に必要な書類を添えて、児童生徒の在籍する学校の校長（以下「校長」

という。）を経由して、委員会に提出しなければならない。ただし、被保護者（生活保護法第６条

第１項に規定する被保護者をいう。）については、この限りでない。 

（審査） 

第７条 委員会は、前条の申請があったときは、その内容について審査し、その結果について、校長

を経由して、申請者に通知するものとする。 

 （対象期間） 

第８条 就学援助の対象となる期間は、委員会がその支給を認定した日から当該年度の末日までとす

る。 

 （支給額の基準及び支給方法） 

第９条 就学援助は、予算の範囲内において、就学援助の認定を受けた者（以下「認定者」という。）

に対して支給する。 

２ 就学援助の支給額の基準は、教育長が別に定めるものとする。 

３ 就学援助は、認定者に対し、金銭又は現物を支給する方法により行う。この場合において、認定

者は、教育長が別に定める方法により、就学援助に係る請求その他の手続を校長等に委任するもの

とする。 

４ 前項の金銭による支給は、口座振替の方法により行う。ただし、教育長が必要と認めた場合は、

その他の方法により支給することができる。 

 （変更の届出等） 

第１０条 認定者は、就学援助を必要としなくなったとき又は申請の内容に変更が生じたときは、校

長を経由して、委員会に届け出なければならない。 

 （就学援助の廃止） 

第１１条 就学援助は、次の各号のいずれかに該当するときは、廃止する。 

(1) 第３条に規定する対象者に該当しなくなったとき。 

(2) 児童生徒の保護者が就学援助を必要としなくなり、辞退の届出をしたとき。 

(3) 児童生徒の保護者が虚偽の申請その他不正な行為により就学援助の支給を受けたとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、就学援助の必要がなくなったと委員会が認めるとき。 

（就学援助の返還） 

第１２条 委員会は、前条第３号に該当するときその他委員会が返還を要すると認めるときは、認定

者に対し、就学援助の返還を求めることができる。 

 （様式） 

第１３条 この規則の規定により必要とする様式は、教育長が別に定める。 

 （雑則） 

第１４条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
教 委 規 則 第 １ １ 号   
平成２７年１２月２５日   

熊本市特別支援教育就学奨励費支給規則を公布する。 

熊本市教育委員会 教育長  岡 昭 二   

 （目的） 

第１条 この規則は、特別支援学校への就学奨励に関する法律（昭和２９年法律第１４４号）の趣旨
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に基づき、小中学校の特別支援学級等に就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、

特別支援教育就学奨励費（以下「奨励費」という。）の支給について必要な事項を定めることによ

り、もって教育の機会均等に寄与し、本市の特別支援教育の振興に資することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (1) 小中学校 熊本市の設置する小学校又は中学校をいう。 

 (2) 特別支援学級 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第８１条第２項に規定する特別支援学

級をいう。 

 (3) 通級指導教室 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１４０条に規定する特

別な教育課程による指導を行うための教室をいう。 

 (4) 児童生徒 同法第１８条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。 

 (5) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令（昭和２９年政令第１５７号）第２条

第１項に規定する世帯の収入額をいう。 

 (6) 需要額 同令第２条第１項に規定する世帯の需要額をいう。 

 （支給対象者） 

第３条 奨励費の支給を受けることができる者（以下｢支給対象者｣という。）は、次の各号のいずれ

かに該当する児童生徒の保護者とする。 

 (1) 小中学校に就学する児童生徒であって、学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第２

２条の３に規定する障害の程度に該当するもの。 

 (2) 小中学校の特別支援学級に就学する児童生徒 

 (3) 小中学校の通級指導教室に通学する児童生徒 

 （支給費目及び支給金額の基準等） 

第４条 奨励費は、予算の範囲内において、支給対象者に対して支給する。 

２ 奨励費を支給する費目及び支給する金額の基準は、教育長が別に定める。 

 （他の法令等による支給との調整） 

第５条 支給対象者のうち、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１３条の規定により教育扶

助を受けている者又は熊本市就学援助規則（平成２７年教委規則第１０号）の規定により就学援助

を受けている者（以下「就学援助等受給者」という。）に対しては、当該教育扶助又は就学援助を

受けている部分に相当する奨励費の支給は、行わない。 

 （対象期間） 

第６条 奨励費の対象となる期間は、申請があった日の属する年度の初日（年度の中途に転学等の理

由により第３条の支給対象者となった場合は、その事実が発生した日）から当該年度の末日までと

する。 

 （申請） 

第７条 奨励費を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、特別支援教育就学奨励費申請書

兼収入額・需要額調書（以下「申請書」という。）に教育長が別に定める必要な書類を添えて、教

育委員会（以下「委員会」という。）に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による申請書の提出は、児童生徒の在籍する学校の校長（第３条第３号に規定する通

級指導教室に進学する児童生徒にあっては通級指導教室が設置されている小中学校の校長。以下「校

長」という。）を経由して行うものとする。 

 （審査） 

第８条 委員会は、前条の申請があったときは、その内容について審査し、その結果について、校長

を経由して、申請者に通知するものとする。 

２ 前項の審査の方法は、教育長が別に定める。 

 （認定） 

第９条 委員会は、申請者が前条の審査により支給対象者に該当した場合は、教育長が別に定める支
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弁区分のいずれかに認定する。 

２ 委員会は、前項の支弁区分の認定について、校長を経由して、支給対象者に通知するものとする。 

３ 前項の通知は、前条第１項の通知とあわせて行うことができる。 

 （支給方法） 

第１０条 奨励費は、奨励費の支給の認定を受けた者（以下「認定者」という。）に金銭を支給する

方法により行う。この場合において、認定者は、教育長が別に定める方法により、奨励費に係る請

求その他の手続を校長に委任することができる。 

 （辞退の届出） 

第１１条 認定者は、奨励費を辞退しようとするときは、教育長が別に定める届出書により、校長を

経由して、委員会に届け出なければならない。 

２ 前項の規定は、第７条の申請者が第９条第２項に規定する認定の通知がなされるまでの間に、申

請を取り下げようとする場合に準用する。 

 （奨励費の廃止） 

第１２条 奨励費は、次の各号に掲げるいずれかに該当したときは、廃止する。 

 (1) 第３条各号に規定する支給対象者に該当しなくなったとき。 

 (2) 認定者から奨励費を辞退しようとする旨の届出があったとき。 

 (3) 認定者が虚偽の申請その他不正な行為により奨励費の支給を受けたとき。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、奨励費の必要がなくなったと委員会が認めたとき。 

 （奨励費の返還） 

第１３条 委員会は、前条第３号に該当するときその他委員会が返還を要すると認めるときは、認定

者に対し、奨励費の返還を求めることができる。 

 （様式） 

第１４条 この規則の規定により必要とする様式は、教育長が別に定める。 

 （雑則） 

第１５条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
教 委 規 則 第 １ ２ 号   
平成２７年１２月２５日   

熊本市立小中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

熊本市教育委員会 教育長  岡 昭 二   

 熊本市立小中学校の管理運営に関する規則（昭和５９年教委規則第６号）の一部を次のように改正

する。 

 第３条第１項第３号中「４月６日まで」を「４月７日まで」に改め、同項第４号中「７月２１日か

ら」を「７月２２日から」に改め、同条第３項中「第１項第６号及び第７号」を「第１項第７号」に

改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 人 事 委 員 会  

人 委 規 則 第 ２ ７ 号   
平成２７年１２月１８日   

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を公布する。 

熊本市人事委員会 委員長  森 山 義 文 
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管理職員等の範囲を定める規則（平成６年人委規則第７号）の一部を次のように改正する。 

別表中 

「 

教育長 

（教育政策課）主幹及び主査並びに人事、服務若しくは給与

の企画に関する事務又は職員団体に関する事務を行う参事、

主任主事及び主事 

（教職員課）主幹、主任指導主事及び主査並びに人事、服

務若しくは給与の企画に関する事務又は職員団体に関する

事務を行う参事、指導主事、主任主事及び主事 

                          」 

             を 

「 

（教育政策課）主幹及び主査並びに人事、服務若しくは給与

の企画に関する事務又は職員団体に関する事務を行う参事、

主任主事及び主事 

（教職員課）主幹、主任指導主事及び主査並びに人事、服

務若しくは給与の企画に関する事務又は職員団体に関する

事務を行う参事、指導主事、主任主事及び主事 

                          」 

に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定

は、平成２７年１２月１５日から適用する。 

 


